
平
安
時
代
に
お
け
る
皇
統
意
識

一
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皇
御
物
の
伝
領
と
関
連
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一
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平安時代における皇統意識（岡村）

【
要
約
】
本
論
で
は
、
平
安
時
代
に
お
け
る
天
皇
の
御
物
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
保
管
と
伝
領
を
切
り
口
と
し
て
、
平
安
期
に
お
け
る
皇
統
の
あ
り
か
た
、

及
び
そ
れ
に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
ま
ず
、
天
皇
御
物
の
管
理
体
制
の
転
換
期
が
宇
多
・
醍
醐
朝
に
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
時
期

天
皇
御
物
は
清
涼
殿
と
宜
陽
殿
納
金
に
整
理
し
直
さ
れ
、
そ
の
管
理
も
女
亭
か
ら
蔵
人
の
手
に
移
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
後
に
「
累
代
御
物
」
と
し
て

定
着
す
る
、
皇
位
継
承
に
伴
っ
て
新
帝
に
伝
領
さ
れ
る
御
物
の
い
く
つ
か
が
光
孝
・
宇
多
に
由
来
を
も
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
御
物
に

対
す
る
天
皇
の
認
識
が
関
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
文
徳
～
陽
成
か
ら
光
孝
へ
の
皇
統
の
転
換
に
あ
た
り
、
光
孝
・
宇
多
・
醍
醐
ら
は
、
そ
の
正
当
性

と
権
威
を
託
す
対
象
と
し
て
天
皇
御
物
を
と
ら
え
、
そ
れ
を
累
代
御
物
と
し
て
伝
領
し
て
い
く
こ
と
で
、
自
ら
の
皇
統
に
、
鶴
の
皇
統
と
は
異
な
る
権
威

を
与
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
本
流
と
傍
流
を
区
別
す
る
思
想
が
明
ら
か
に
見
ら
れ
る
の
が
、
十
～
世
紀
初
め
の
｝
条
朝
に
お
け
る
両
統
迭
立
期
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
中
国
王
朝
の
交
替
に
な
ぞ
ら
え
た
「
反
正
」
と
い
う
概
念
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
。
即
ち
、
た
と
え
ば
王
葬
に
よ
っ
て
途
絶
え

た
前
漢
を
再
び
興
し
た
後
漢
の
光
武
帝
が
「
反
正
」
の
慰
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
光
孝
や
～
条
が
「
反
正
」
の
君
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
光
孝
以
降
に
創
ら
れ
た
累
代
御
物
と
岡
様
、
円
融
系
の
天
皇
に
よ
っ
て
和
琴
鈴
鹿
が
累
代
御
物
に
加
え
ち
れ
、
そ
の
後
も
伝
領
さ
れ
て
い
く
。

光
孝
以
降
の
累
代
御
物
と
同
様
、
そ
れ
は
他
の
皇
統
と
は
独
自
の
正
当
性
を
有
す
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
、
つ
ま
り
そ
の
皇
統
の
た
め
の
累
代
御
物
と
し

て
出
発
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
全
て
の
天
皇
が
継
承
す
べ
き
累
代
御
物
と
し
て
宰
領
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
累
代
御
物
と
な
っ
た
時
、
そ

の
皇
統
が
「
本
流
」
で
あ
る
と
い
う
観
念
は
、
目
に
見
え
る
形
と
し
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
吏
林
八
四
巻
四
号
　
二
〇
〇
一
年
七
月
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は
　
じ
　
め
　
に
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古
代
に
お
け
る
皇
位
継
承
を
、
あ
る
一
定
の
方
向
性
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
、
通
史
的
に
見
直
そ
う
と
す
る
試
み
は
、
河
内
胸
管
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
著
書
噸
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇
制
の
論
理
』
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
氏
は
六
世
紀
か
ら
十
世
紀
初
頭
ま
で
を
対
象
と
し
た
上
で
、
天
皇

制
は
父
が
子
に
皇
位
を
伝
え
る
と
い
う
意
味
で
の
直
系
の
創
出
を
常
に
志
向
し
て
い
る
と
さ
れ
た
。
が
、
本
論
で
扱
お
う
と
す
る
平
安
時
代
に

お
い
て
、
早
く
も
桓
武
の
三
皇
子
（
す
な
わ
ち
平
城
・
嵯
峨
・
淳
和
）
が
皇
位
に
就
く
と
い
う
兄
弟
継
承
が
な
さ
れ
、
桓
武
の
父
で
あ
る
光
仁
か

ら
数
え
て
仁
明
ま
で
の
約
七
十
年
間
、
両
統
迭
立
の
様
相
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
氏
は
、
そ
の
期
間
を
、
直
系
を
作
り
出
す
た
め
の
運
動
期
間

と
み
な
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
ま
た
、
保
立
道
久
氏
は
著
書
『
平
安
王
朝
』
の
中
で
、
天
皇
を
主
語
に
し
て
、
平
安
時
代
の
王
権
の
運
動
を
通
史
的
に
見
直
そ
う
と
さ
れ
た
。

そ
の
中
で
氏
は
（
こ
れ
は
既
に
河
内
氏
が
前
掲
書
で
簡
単
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
）
、
ナ
世
紀
の
村
上
の
二
皇
子
（
冷
泉
・
円
融
）
の
即
位
か

ら
生
じ
た
冷
泉
系
と
円
融
系
の
両
統
迭
立
は
、
や
が
て
藤
原
道
長
の
時
に
、
円
融
系
に
属
す
る
一
条
の
皇
子
、
後
一
条
が
即
位
し
、
し
ば
ら
く

し
て
後
一
条
の
弟
で
あ
る
後
朱
雀
が
皇
太
子
に
な
る
と
い
う
時
点
で
平
和
的
に
統
一
・
解
決
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
系
図
2
参
照
）
。

《
系
図
1
》

桓
武

聖
武

孝
謙
（
称
徳
）
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《
系
図
2
》

　
　
　
　
　
　
　
5
1

桓
闘
撫

　
5
4
　
　
　
　
5
5
　
　
　
　
5
6

仁
明
穀
難
獅

　
5
7

陽
成

　
6
0
　
　
　
　
6
1

．
．
轡　

　
　
　
　
6
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三
型
簾
小
輩
院
”

誌
一
魏
碑
［
隷

　
こ
れ
ら
の
中
で
は
、
父
子
継
承
は
追
求
さ
れ
る
べ
き
方
法
で
あ
り
、
兄
弟
継
承
に
よ
る
両
統
迭
立
と
は
相
反
す
る
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
父
と
し
て
の
天
皇
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
自
ら
の
子
に
対
す
る
父
子
継
承
へ
の
執
着
と
、
も
し
可
能
で
あ
れ
ば
複
数
の
子
に
そ
れ
を

伝
え
た
い
と
い
う
気
持
ち
と
は
、
決
し
て
相
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
意
味
で
父
子
継
承
と
兄
弟
継
承
は
同
～
の
機
軸
に
あ
る
と

奮
え
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
こ
こ
に
挙
げ
た
桓
武
・
村
上
・
～
条
の
三
天
皇
は
、
皇
子
の
う
ち
弟
の
方
（
嵯
峨
と
下
和
・
円
融
・
後
朱
雀
）
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

立
太
子
す
る
時
点
で
は
死
去
し
て
い
る
と
は
一
準
え
、
桓
武
と
村
上
は
生
前
そ
れ
を
希
望
し
て
い
た
し
、
後
朱
雀
に
つ
い
て
は
道
長
が
、
迭
立
の

危
険
性
よ
り
も
二
人
の
外
孫
の
即
位
を
望
ん
だ
の
で
あ
り
、
か
く
も
恣
意
的
に
、
兄
弟
継
承
は
行
わ
れ
得
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
本
論
で
扱
う
平
安
初
期
か
ら
後
｝
条
ま
で
の
約
二
百
五
十
年
間
を
見
る
と
、
父
子
間
の
直
系
相
続
が
行
わ
れ
た
の
は
仁
明
～
陽
成
ま

で
の
約
五
十
年
間
と
、
光
孝
か
ら
冷
泉
ま
で
の
約
八
十
年
間
（
そ
の
う
ち
朱
雀
か
ら
村
上
へ
の
兄
弟
継
承
を
含
む
が
、
両
統
迭
立
に
は
な
ら
な
か
っ
た
）

と
な
り
、
ほ
ぼ
半
分
に
し
か
満
た
な
い
。
し
か
も
、
直
系
で
あ
っ
た
仁
明
～
陽
成
の
皇
統
も
、
陽
成
の
退
位
に
よ
り
挫
折
し
、
皇
位
は
仁
明
皇

子
で
あ
っ
た
高
齢
の
光
孝
へ
と
移
っ
て
い
く
の
で
あ
る
（
系
図
2
参
照
）
。
し
か
も
そ
の
時
、
陽
成
の
皇
子
は
存
在
し
て
お
り
、
直
系
主
義
を
と

ろ
う
と
す
れ
ば
と
れ
な
い
状
態
で
は
な
か
っ
た
。

　
こ
う
い
う
複
雑
な
皇
位
継
承
を
見
た
と
き
、
各
天
皇
は
、
父
か
ら
子
、
子
か
ら
そ
の
子
と
い
う
直
系
の
継
承
を
、
必
ず
し
も
追
求
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
し
て
認
識
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
個
々
の
皇
位
継
承
の
中
で
系
図
が
複
雑
化
す
る
こ
と
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を
阻
止
し
て
こ
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
複
雑
化
す
る
実
態
を
肯
定
し
つ
つ
も
天
皇
は
、
自
ら
が
属
し
て
い
る
皇
統
を
ど
う
位
置
づ
け
よ
う

と
し
た
の
か
、
そ
し
て
皇
統
の
理
念
的
な
体
系
化
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
本
論
で
は
、
そ
の
よ
う
な
皇
統
理
念
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
天
皇
の
御
物
の
伝
領
と
関
連
づ
け
て
行
い
た
い
と
考
え
る
。
こ
の
場
合
の
御

物
と
は
、
主
に
皇
位
継
承
に
伴
っ
た
儀
礼
の
中
で
、
神
璽
宝
剣
と
並
ん
で
薪
天
皇
に
伝
領
さ
れ
る
御
物
を
指
す
が
、
継
承
儀
礼
の
中
で
伝
領
さ

れ
な
い
物
で
あ
っ
て
も
、
宜
陽
殿
を
初
め
と
す
る
納
殿
に
納
め
ら
れ
て
い
た
御
物
を
も
視
野
に
入
れ
る
こ
と
と
す
る
。
神
璽
宝
剣
の
授
与
が
、

そ
の
天
皇
の
正
当
性
を
保
証
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
誰
し
も
異
存
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
来
は
平
安
時
代
の
天
皇
御
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

に
つ
い
て
、
個
々
の
御
物
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
王
権
の
中
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
「
モ
ノ
」
に

何
ら
か
の
権
威
や
正
当
性
を
託
す
る
と
い
う
こ
と
は
普
逓
的
な
こ
と
で
あ
り
、
天
皇
御
物
の
伝
領
と
皇
統
に
対
す
る
理
念
と
を
関
連
づ
け
る
こ

と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
の
た
め
、
ま
ず
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
、
天
皇
御
物
の
保
管
体
制
が
ど
の
よ
う
に
変
化
す
る
か
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
御

物
自
体
に
対
す
る
認
識
の
変
化
を
見
る
こ
と
と
す
る
。
す
な
わ
ち
天
皇
御
物
に
権
威
を
託
そ
う
と
す
る
理
念
が
、
い
つ
頃
か
ら
強
ま
っ
て
い
く

の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
継
承
儀
礼
の
中
で
渡
さ
れ
る
個
々
の
御
物
が
、
各
皇
統
の
節
々
で
ど
の
よ

う
に
伝
え
ら
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
、
ま
た
新
た
に
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
に

よ
り
、
各
皇
統
が
自
ら
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
た
か
と
い
う
皇
統
理
念
を
考
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
皇
統
外
部
に

よ
る
歴
史
的
評
価
と
し
て
の
皇
統
観
と
い
う
も
の
も
、
皇
統
自
ら
に
よ
る
理
念
と
は
別
個
に
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
後
世
の
、
あ

る
い
は
そ
の
時
代
の
目
が
、
各
皇
統
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
た
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
い
と
考
え
る
。
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①
河
内
祥
輔
噸
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇
制
の
論
理
』
（
告
川
弘
文
館
、
一
九

　
八
六
年
）
。
以
下
の
河
内
氏
の
論
考
は
こ
れ
を
指
す
。

②
保
立
道
久
『
平
安
王
朝
』
（
岩
波
文
庫
、
｝
九
九
六
年
）
。
以
下
の
保
立
氏
の
論

　
考
は
こ
れ
を
指
す
。

③
桓
武
が
三
皇
子
に
内
親
王
を
配
す
る
異
母
兄
妹
婚
を
さ
せ
た
こ
と
は
、
三
人
に

　
皇
位
継
承
権
を
与
え
た
こ
と
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
（
河
内
氏
、
保
立
氏
前



　
叢
書
）
。
ま
た
、
『
栄
華
物
語
』
に
よ
る
と
、
村
上
は
生
前
、
冷
泉
の
次
に
村
上
が

　
即
位
す
る
こ
と
を
希
望
し
て
い
た
。

④
小
泉
和
子
『
日
本
史
小
百
科
〈
家
具
〉
睡
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
五
年
新
装
初

　
版
発
行
）
。
ま
た
、
米
田
雄
介
門
累
代
の
御
物
に
つ
い
て
一
皇
位
継
承
に
関
し

　
て
一
」
（
『
広
島
女
子
大
国
文
輪
一
五
、
一
九
九
八
年
）
が
、
即
位
に
あ
た
っ
て

　
継
承
さ
れ
6
御
物
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
り
、
本
論
で
扱
う
御
物
の
ひ
と
つ
で
あ

　
る
琵
琶
の
門
玄
上
」
に
関
し
て
森
下
要
治
「
《
五
濁
》
関
連
説
話
・
記
録
集
成
稿

　
－
十
六
世
紀
以
前
1
」
（
『
文
教
国
文
学
』
四
一
、
一
九
九
九
年
）
が
史
料
を

　
紹
介
し
て
い
る
。
奈
良
時
代
に
お
い
て
は
、
正
倉
院
御
物
の
赤
漆
文
槻
木
御
厨
子

　
が
皇
統
と
関
連
し
た
御
物
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
『
国
家
珍
宝
帳
』

　
に
よ
る
と
天
武
か
ら
持
統
へ
、
さ
ら
に
文
武
、
元
正
、
聖
武
を
経
て
孝
謙
に
伝
え

　
ら
れ
、
孝
謙
が
東
大
寺
盧
舎
那
仏
へ
献
上
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
厨
子
に
つ
い

　
て
は
後
藤
四
郎
氏
が
、
天
智
の
皇
女
で
あ
り
、
か
つ
草
壁
皇
子
の
妃
で
あ
っ
た
元

明
に
は
厨
子
が
伝
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
天
武
持
統
系
の
皇
統
に
伝

え
る
べ
く
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
孝
謙
が
厨
子
を
大
仏
に
献
上

し
た
の
は
皇
嗣
の
不
在
も
一
半
の
理
由
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
（
後

藤
四
郎
「
国
家
珍
宝
帳
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
『
日
本
歴
史
種
三
九
八
、
一
九

八
一
年
）
。
一
方
、
米
田
雄
介
氏
は
、
こ
の
厨
子
を
伝
え
ら
れ
た
天
皇
は
天
武
・

持
統
の
皇
統
で
あ
る
自
覚
を
促
さ
れ
た
で
は
あ
ろ
う
が
、
こ
の
厨
子
は
皇
位
継
承

に
伴
っ
て
承
継
さ
せ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
（
米
睡
雄
介
「
東

大
寺
献
物
帳
作
成
の
意
義
」
大
阪
大
学
日
本
史
研
究
室
『
古
代
中
世
の
社
会
と
国

家
㎞
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
八
年
）
。
ま
た
、
同
じ
く
横
型
、
黒
作
懸
慨
刀
も

欄
国
家
珍
宝
帳
』
に
伝
世
の
由
来
が
記
さ
れ
て
お
り
、
皇
太
子
や
天
皇
へ
の
臣
従
、

皇
位
継
承
へ
の
協
力
を
示
す
た
め
に
藤
原
不
比
等
が
贈
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

（
薗
田
香
融
「
護
り
刀
身
」
魍
日
本
古
代
の
貴
族
と
地
方
豪
族
㎞
埼
書
房
、
～
九

九
二
年
。
初
出
は
一
九
六
四
年
）
。

第
一
章
　
内
裏
内
に
お
け
る
御
物
保
管
の
変
化
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天
皇
が
休
む
清
涼
殿
夜
御
殿
に
は
神
璽
宝
剣
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
最
重
要
の
天
皇
御
物
が
置
か
れ
て
い
た
の
は

清
涼
殿
で
あ
る
。
ま
た
、
宜
陽
殿
聡
警
に
は
累
代
御
物
、
蔵
人
所
と
綾
綺
殿
納
殿
に
は
恒
例
御
物
、
仁
寿
殿
納
殿
に
は
紙
・
屏
風
を
納
め
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
う
『
西
宮
記
』
腰
丈
（
所
々
事
）
の
記
述
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
綾
池
殿
納
殿
に
あ
っ
た
と
い
う
「
恒
例
御
物
」
と
は
、
た
と
え
ば
唐
錦
、

　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
③

糸
や
金
銀
、
名
香
・
雑
煮
な
ど
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
内
裏
焼
亡
の
際
に
、
御
所
か
ら
購
香
と
金
牛
が
、
納
殿
か
ら
藻
芳
・
茶
坑
・
雑
物
等
が
盗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ま
れ
た
事
件
も
あ
り
、
香
だ
け
で
な
く
顔
料
も
納
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
ら
も
恒
例
御
物
の
範
疇
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
天
皇
御
物
に
は
恒
例
御
物
と
累
代
御
物
と
が
あ
り
、
特
に
後
者
は
代
々
天
皇
に
伝
え
ら
れ
て
い
く
べ
き
重
要
な
御
物
で
あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
本
論
で
は
、
皇
統
と
か
ら
め
て
考
察
し
て
い
く
必
要
上
、
「
累
代
御
物
」
と
比
う
場
合
に
は
、
後
者
の
中
で
も
特
に
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皇
位
継
承
時
の
儀
礼
の
中
で
薪
帝
に
伝
領
さ
れ
る
も
の
を
指
す
こ
と
に
す
る
が
、
神
璽
宝
剣
は
天
皇
位
そ
の
も
の
と
不
可
分
の
御
物
で
あ
る
た

め
、
「
累
代
御
物
」
か
ら
は
除
く
こ
と
に
す
る
。

　
「
累
代
御
物
」
の
具
体
的
内
容
は
、
以
下
に
述
べ
る
『
西
宮
記
』
と
『
江
家
次
第
臨
が
示
し
て
い
る
。
『
西
宮
記
瞼
巻
第
十
一
（
天
皇
譲
位

事
）
は
、
天
慶
九
年
（
九
四
六
）
四
月
二
十
日
の
朱
雀
か
ら
村
上
に
対
す
る
神
璽
宝
剣
等
渡
御
の
次
第
を
、
そ
の
ま
ま
本
文
に
引
用
し
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
内
侍
ら
が
神
璽
宝
剣
を
新
帝
の
御
在
所
へ
奉
督
し
、
さ
ら
に
「
以
二
内
侍
↓
被
レ
奉
二
御
衣
笏
誠
と
あ
る
。
そ
の
後
伝
国
璽
の
櫃
、

鈴
印
が
新
帝
御
在
所
に
運
ば
れ
、
続
い
て
少
将
が
供
御
雑
器
を
持
っ
て
進
む
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
供
御
雑
器
に
つ
い
て
は
『
江
家
次
第
臨
甘
子
十
四
（
譲
位
）
に
詳
し
く
列
挙
さ
れ
て
お
り
、
「
日
記
御
厨
子
塩
噌
、
大
床
子
三
脚
、
同
御
厨

子
二
度
、
師
子
形
二
、
琵
琶
一
面
、
和
琴
一
面
、
笛
筥
一
合
鵬
κ
遭
、
横
笛
二
嘉
暦
、
殿
上
御
衙
子
一
義
、
時
簡
一
枚
鮪
」
と
見
え
る
。
こ
の
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

ち
殿
上
御
椅
子
と
時
簡
は
殿
上
間
に
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
は
清
涼
殿
の
昼
御
座
に
置
か
れ
て
い
た
。
ま
た
、
の
ち
に
詳
し
く
述
べ
る
が
、
こ

の
中
で
「
琵
琶
」
と
あ
る
の
は
玄
上
と
い
う
銘
を
も
ち
、
「
和
琴
」
と
あ
る
の
は
鈴
鹿
と
呼
ば
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
名
物
楽
器
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

こ
れ
ら
御
衣
・
御
笏
、
及
び
供
御
雑
器
が
本
論
で
雷
う
と
こ
ろ
の
「
累
代
御
物
」
の
具
体
的
内
容
で
あ
る
と
し
て
、
論
を
進
め
て
行
き
た
い
。
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第
一
節
　
宜
陽
殿
の
名
物
楽
器

　
冒
頭
で
、
天
皇
御
物
が
清
涼
殿
、
及
び
中
殿
に
納
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
触
れ
た
が
、
納
殿
の
中
で
は
宜
陽
殿
の
そ
れ
が
最
も
格
が
高
い
。

『
枕
草
子
』
（
無
名
と
い
ふ
琵
琶
の
御
平
を
）
に
よ
れ
ば
、
天
皇
の
所
有
す
る
名
物
楽
器
が
「
宜
陽
殿
の
一
の
棚
」
に
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
。

そ
の
ひ
と
つ
に
橘
皮
と
い
う
銘
を
も
つ
笙
が
あ
り
、
『
拾
芥
抄
』
上
（
第
三
＋
五
楽
器
部
）
の
「
名
物
」
の
項
に
、
「
橘
皮
諦
都
聾
雛
転
徽
樋
麟
離
宏

胤
轄
」
（
イ
、
は
異
本
）
と
あ
る
。
異
本
部
分
を
除
い
た
こ
れ
と
同
様
の
記
述
は
『
音
律
具
類
抄
』
に
も
見
え
る
。
異
本
部
分
を
除
け
ば
、

昭
宣
公
（
藤
原
基
経
）
が
幼
い
と
き
に
橘
皮
は
宜
陽
殿
の
笙
と
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
基
経
は
承
和
三
年
（
八
三
六
）
の
生
ま
れ
な
の
で
、
仁
明

天
皇
の
時
に
宜
陽
殿
に
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
異
本
部
分
を
入
れ
る
と
、
基
経
が
幼
い
と
き
に
こ
の
笙
を
（
基
経
の
生
年
か
ら
蕎
っ
て
お
そ
ら
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く
仁
明
か
ら
）
賜
っ
た
が
、
そ
れ
は
仁
明
が
斜
陽
殿
の
笙
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
れ
ら
は
橘
皮
を
宜
陽
殿
笙
と
し
た
の
が
仁
明
朝
で
あ
る
よ
う
に
読
め
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
『
醍
醐
御
記
』
延
喜
五
年
正
月
二
十

二
日
条
に
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
　
召
二
保
忠
一
様
レ
吹
レ
笙
。
臨
調
書
室
レ
聴
。
因
賜
｝
橘
皮
笙
ゆ
是
故
太
政
大
臣
昭
宣
公
弱
冠
時
、
承
和
天
皇
為
レ
令
一
　
学
習
　
所
レ
尊
母
。
寛
平
中
、

　
　
以
二
其
名
物
｝
而
…
献
之
。
其
後
為
二
宜
陽
殿
笙
幻
令
レ
尋
二
旧
意
一
以
賜
之
。

　
こ
れ
に
よ
れ
ば
仁
明
が
幼
い
基
経
に
こ
の
笙
を
与
え
た
の
を
、
寛
平
年
間
に
な
っ
て
宇
多
天
皇
に
再
び
献
上
し
、
そ
の
後
、
そ
れ
を
宜
陽
殿

の
笙
と
し
て
納
め
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宜
陽
殿
の
笙
と
な
っ
た
の
は
宇
多
朝
の
こ
と
で
あ
り
、
仁
明
朝
に
宜
細
殿
が
名
物
楽

器
の
納
殿
で
あ
っ
た
と
い
う
根
拠
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
魚
皮
の
み
な
ら
ず
他
の
名
物
楽
器
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
が
宜
諸

事
に
集
め
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
宜
陽
殿
の
名
物
楽
器
」
と
し
て
管
理
さ
れ
始
め
た
の
は
九
世
紀
前
半
ま
で
に
は
遡
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
思
い
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
平
安
中
期
の
史
料
か
ら
は
宜
陽
殿
の
鍮
を
管
理
し
て
い
た
の
は
蔵
人
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
『
侍
中
群
要
』
第
十
の

「
出
二
宜
陽
殿
物
と
の
項
に
は
「
承
レ
仰
開
廷
出
島
細
殿
御
物
　
之
時
、
令
レ
持
鍮
於
繊
納
↓
直
度
レ
階
。
」
と
あ
る
。
同
様
の
記
述
は
第
五
の

「
往
反
道
」
の
項
に
も
あ
っ
て
「
直
度
二
階
下
こ
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
蔵
人
が
蔵
人
所
の
あ
っ
た
校
書
殿
か
ら
宜
陽
殿
へ
御
物
を
出
し
に
行

く
時
は
、
紫
農
殿
の
南
階
下
を
通
っ
て
行
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
鍮
は
蔵
人
所
の
出
納
が
持
っ
て
行
く
の
で
あ
る
か
ら
、
一
陽
殿
納

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

殿
の
鍮
は
蔵
人
所
で
保
管
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
鍮
の
保
管
だ
け
で
な
く
、
平
安
中
期
に
は
実
際
の
出
納
に
も
蔵
人
が
関
わ
っ
て

　
⑦い

た
。
宜
陽
殿
の
納
車
と
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
史
籍
集
青
本
『
西
宮
記
懲
悪
二
の
「
太
元
御
修
法
所
レ
請
雑
事
事
」
に
よ
れ
ば
、
丁
字

香
・
白
檀
香
・
浅
香
・
薫
陸
香
・
安
息
香
・
百
和
香
・
青
木
香
・
苓
陵
香
・
蘇
・
蜜
を
給
わ
る
折
に
は
「
内
蔵
早
取
漏
件
島
忠
付
二
塁
人
口
蔵
人

膿
漏
納
殿
一
食
之
。
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
蔵
人
が
そ
れ
ら
の
香
を
小
舎
人
に
持
た
せ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
蔵
人
の
関
与
も
、
宜
陽

殿
で
の
楽
器
保
管
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
平
安
時
代
の
初
め
ま
で
遡
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
以
下
に
史
料
を
引
用
す
る
。
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延
喜
八
年
正
月
　
日
御
記
云
、
左
大
臣
語
語
、
前
代
元
日
、
侍
従
給
レ
酒
醤
、
有
二
絃
歌
事
蛤
勘
二
日
記
↓
承
和
三
年
十
一
月
こ
、
貞
観
三

　
　
年
、
有
二
里
宮
一
云
々
。
未
詳
御
二
南
殿
ゆ
儀
式
如
レ
常
。
雅
楽
奏
楽
了
。
左
大
臣
起
座
日
、
召
二
書
函
噂
許
之
。
左
大
臣
目
二
内
侍
　
召
之
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
典
書
滋
昇
持
一
…
御
琴
八
入
レ
自
二
階
障
子
戸
一
候
之
。
左
大
臣
持
之
、
授
二
兵
部
卿
｝
令
レ
弾
。
侍
臣
同
音
唱
歌
。
（
後
略
）

　
典
書
は
、
後
宮
の
書
司
（
ふ
み
の
つ
か
さ
）
の
中
で
尚
書
に
次
ぐ
職
だ
が
、
『
職
員
令
』
に
よ
れ
ば
尚
書
、
典
書
の
職
掌
に
は
「
糸
竹
之
事
」

つ
ま
り
楽
器
の
こ
と
が
含
ま
れ
る
か
ら
、
典
書
に
御
輿
を
持
っ
て
来
さ
せ
た
の
は
、
そ
の
規
定
に
か
な
う
。
お
そ
ら
く
は
こ
の
正
月
一
日
の
こ

と
で
あ
ろ
う
が
、
『
花
鳥
余
情
馳
（
＋
九
七
裏
葉
）
が
「
御
記
云
、
延
喜
八
年
節
会
。
雅
楽
寮
立
楽
。
後
十
二
和
琴
欝
移
法
頗
。
唱
歌
。
於
二
本

座
一
奏
之
。
」
と
記
し
て
い
る
。
和
琴
の
「
宇
多
法
師
」
は
前
述
の
『
枕
草
子
』
が
天
皇
の
御
前
に
さ
ぶ
ら
う
楽
器
の
ひ
と
つ
と
し
て
お
り
、
お

そ
ら
く
宜
翌
翌
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
名
物
楽
器
の
保
管
、
あ
る
い
は
出
納
に
関
わ
っ
て
い
た
の
が
女
司
の
書
司
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
皇
太
子
乙
舳
親
王
元
服
に
つ
い
て
記
す
『
村
上
御
記
』
応
和
三
年
二
月
二
十
八
日
条
は
、
「
検
二
延
喜
十
六
年
例
↓
宴
楽
召
二
書
書
士

奏
二
絃
歌
ゆ
而
今
夜
大
臣
早
奏
二
見
参
づ
傍
無
二
六
事
ご
と
す
る
か
ら
、
延
喜
十
六
年
（
九
｝
六
）
の
例
で
も
、
書
司
に
弦
楽
器
を
持
っ
て
来
さ

せ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
こ
こ
に
登
場
し
た
内
侍
司
や
書
司
と
い
っ
た
女
司
が
、
十
世
紀
初
頭
に
お
い
て
も
な
お
、
何
ら
か
の
形
で
内
裏
の
楽
器
の
管
理
に
携
わ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

い
た
こ
と
は
、
本
来
は
蔵
人
で
は
な
く
女
司
が
天
皇
の
楽
器
を
管
理
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
名
物
楽
器
の
保
管

場
所
も
九
世
紀
半
ば
に
は
ま
だ
宜
陽
殿
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
を
示
し
た
。
本
節
で
は
楽
器
を
対
象
と
し
た
が
、
そ
れ
以
外
の
天
皇
御
物
に
つ

い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
節
「
轡
法
」
と
「
兵
器
」

　
御
物
の
保
管
を
職
掌
と
し
て
い
た
女
司
の
筆
頭
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
蔵
司
で
あ
る
。
令
制
で
は
、
神
璽
・
関
契
を
預
か
る
蔵
司
が
、
後
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宮
十
二
立
中
最
も
重
職
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
他
に
尚
蔵
の
職
掌
と
し
て
「
供
御
衣
服
、
巾
櫛
、
服
翫
、
及
珍
宝
、

練
吊
、
賞
賜
二
級
」
が
『
職
員
令
』
に
は
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
内
蔵
寮
の
頭
の
職
掌
と
重
複
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
尚
蔵
の
「
服

翫
」
に
相
当
す
る
職
掌
は
内
蔵
頭
に
は
な
い
。
服
翫
に
つ
い
て
咽
令
集
解
』
伴
記
は
「
双
六
、
囲
碁
、
玉
等
之
類
」
と
す
る
。

　
こ
れ
ら
の
「
服
翫
」
物
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
光
明
皇
太
后
や
主
筆
天
皇
が
東
大
寺
へ
奉
献
し
た
聖
武
太
上
天
皇
遺
愛
の
品
々
等
を
記
す

『
東
大
寺
献
物
帳
』
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
天
平
勝
宝
八
歳
六
月
二
十
一
日
の
い
わ
ゆ
る
『
国
家
珍
宝
帳
』
は
太
上
天
皇
の
御
袈
裟
、
及
び
赤
漆

　
　
　
　
⑩

文
襯
木
厨
子
か
ら
始
ま
り
、
書
法
、
刀
子
、
帯
、
笏
な
ど
に
続
い
て
琴
、
琵
琶
、
箏
、
横
笛
と
い
っ
た
楽
器
、
及
び
双
六
、
碁
盤
と
い
っ
た
本

則
の
品
々
を
載
せ
る
。
こ
れ
ら
は
天
皇
の
身
近
に
置
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
中
に
は
書
司
が
管
理
に
関
わ
っ
て
い
た
楽
器
と
、
蔵
司

が
関
わ
っ
て
い
た
双
六
等
が
含
ま
れ
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
以
外
の
品
々
に
つ
い
て
も
魚
層
が
管
理
に
関
与
し
て
い
た
も
の
が
あ
っ

た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
「
書
法
」
に
つ
い
て
は
、
『
国
家
珍
宝
帳
』
に
も
王
義
之
の
「
書
法
ニ
ナ
巻
」
が
見
え
る
が
、
の
ち
に
天
平
宝
字
二
年

六
月
一
日
目
な
っ
て
「
先
帝
之
玩
好
、
遺
コ
墨
書
笥
こ
っ
た
王
裁
之
・
献
之
の
書
で
あ
る
大
小
王
真
跡
書
一
巻
を
追
加
奉
献
し
た
目
録
が
存
す

る
。
い
わ
ゆ
る
『
大
小
王
真
跡
帳
』
で
あ
る
。
時
代
が
下
っ
て
平
安
時
代
に
な
っ
て
か
ら
は
、
延
喜
十
七
年
四
月
二
十
二
日
の
『
醍
醐
御
記
』

に
「
宜
陽
殿
累
代
書
法
」
を
宜
昇
殿
へ
返
納
し
た
こ
と
が
見
え
る
。
こ
の
時
醍
醐
天
皇
は
目
録
の
不
備
を
正
さ
せ
、
欠
巻
を
補
わ
せ
て
い
る
。

「
累
代
」
と
は
宜
陽
殿
に
累
代
と
い
う
意
味
な
の
か
、
単
に
天
皇
代
々
と
い
う
意
味
な
の
か
は
計
り
か
ね
る
。
も
し
前
者
で
あ
れ
ば
、
書
物
に

つ
い
て
は
醍
醐
朝
以
前
か
ら
車
坐
殿
に
納
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
確
か
で
は
な
い
。
さ
て
、
『
大
小
王
真
跡
帳
』
に
お
け
る
「
遺
命

籐
笥
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
れ
ら
が
納
殿
の
よ
う
な
場
に
整
然
と
並
べ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
身
の
掌
り
の
愛
玩
物
の
ひ
と
つ
と
し
て
身

近
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
そ
う
い
っ
た
場
所
に
置
か
れ
て
い
た
書
物
が
、
平
安
筥
に
お
い
て
は
宜
筆
下
に
置
か
れ
た
書
物
と
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、
楽
器
や
服
翫
の
品
々
に
女
連
が
関
わ
っ
て
い
た
よ
う
に
、
書
法
に
も
蔵
司
や
書
司
と
い
っ
た
女
司
が
関
与
し
て
い
た

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
具
眼
殿
の
書
物
に
つ
い
て
は
、
後
に
寛
弘
八
年
（
｝
○
＝
）
六
月
八
日
の
『
権
記
』
に
、
「
参
内
。
去
寛
弘
五
年
四
月
十
四
日
所
二
二

賜
～
宜
陽
殿
御
本
六
巻
蹴
張
礎
磁
壁
欝
戴
慶
継
洞
輝
騰
斯
獣
齢
聾
運
議
縦
顛
舘
醐
照
、
付
二
頭
中
将
一
令
二
返
上
叩
中
将
依
レ
還
納
二
之
大
床
子
御
座
御
厨
子
「
云
々
。
件

厨
子
可
レ
被
レ
渡
云
々
。
件
御
本
、
定
輔
朝
臣
為
二
蔵
人
主
殿
助
一
曇
日
、
依
レ
見
所
二
型
下
也
。
」
と
あ
り
、
こ
れ
ら
が
延
喜
十
七
年
に
醍
醐
天
皇

が
目
録
を
整
備
さ
せ
た
「
血
忌
殿
累
代
書
法
」
の
一
部
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
寛
弘
五
年
に
借
り
出
さ
れ
た
「
宜
夢
殿
御
本
」
が
返

却
さ
れ
た
の
は
、
寛
弘
七
年
に
再
建
さ
れ
た
新
造
～
条
院
に
対
し
て
で
あ
る
が
、
『
権
記
』
に
よ
れ
ば
こ
こ
で
は
御
本
は
宜
陽
殿
で
は
な
く

「
大
床
子
御
座
御
厨
子
」
に
納
め
ら
れ
た
。
「
大
床
子
御
座
御
厨
子
」
は
、
清
涼
殿
に
敷
か
れ
た
大
床
子
御
座
近
く
に
置
か
れ
た
厨
子
の
こ
と

　
　
　
⑪

で
あ
ろ
う
。
た
び
重
な
る
火
災
で
書
物
自
体
も
数
が
減
っ
た
し
、
里
内
裏
に
移
っ
た
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
里
内
裏
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

は
宜
陽
殿
相
当
殿
舎
も
変
則
的
な
使
用
を
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
、
「
畑
島
殿
御
本
」
と
い
っ
て
も
保
管
の
実
態
は
延
喜
年
間
と
は
大

き
く
変
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
と
し
て
「
宜
陽
殿
御
本
」
が
清
涼
殿
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
宜
陽
殿
に
重
要
書
物
が

置
か
れ
る
以
前
の
姿
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
興
味
深
い
。

　
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
兵
器
の
保
管
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
後
宮
の
雨
垂
に
は
兵
司
が
あ
り
、
尚
兵
の
職

掌
は
「
供
奉
兵
器
事
」
で
あ
る
。
『
令
義
解
臨
（
職
員
令
・
兵
部
省
）
に
よ
れ
ば
征
伐
に
用
い
る
の
を
兵
器
と
し
、
面
容
に
用
い
る
の
を
儀
佼
と

す
る
が
、
『
令
集
解
瞼
（
職
員
令
・
主
兵
署
）
穴
記
が
「
掌
兵
器
・
儀
侯
屋
舎
」
の
解
釈
と
し
て
「
其
皇
太
子
随
身
威
儀
兵
器
儀
侯
愚
者
。
」
と
述

べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
兵
器
」
も
威
儀
兵
器
を
指
す
場
合
が
あ
り
、
必
ず
し
も
実
戦
用
で
は
な
い
。
先
に
も
触
れ
た
『
国
家
珍
宝
重
三
に
は
金

銀
作
小
刀
な
ど
の
他
に
、
陽
宝
剣
・
陰
宝
剣
・
横
雲
・
黒
作
懸
偲
刀
以
下
の
「
兵
器
し
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
次
章
で
も
述
べ
る
が
、
十
世
紀
以
降
、
壺
切
御
剣
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
立
太
子
と
と
も
に
皇
太
子
に
授
け
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

置
か
れ
て
い
た
の
は
「
納
殿
」
で
あ
る
と
見
え
る
が
、
そ
れ
は
宜
陽
殿
納
殿
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
『
国
家
珍
宝
帳
臨
に
載
せ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

て
い
た
横
走
や
黒
作
懸
楓
刀
も
皇
位
に
付
随
す
る
よ
う
な
名
刀
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
平
安
中
期
以
降
書
卓
殿
に
納
め
ら
れ
て
い
た
「
兵

器
」
に
は
『
国
家
珍
宝
帳
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
兵
器
」
に
相
当
す
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
兵
器
」
、
特
に
皇
位
に
付
随
す
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る
よ
う
な
名
器
に
つ
い
て
、
か
つ
て
は
女
司
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
が
宜
陽
殿
に
納
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
想
定

で
き
る
。

　
こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
内
裏
内
で
の
天
皇
御
物
は
奈
良
時
代
以
降
責
紐
が
掌
っ
て
お
り
、
十
世
紀
初
頭
の
醍
醐
朝
に
な

っ
て
も
、
ま
だ
そ
の
名
残
が
あ
っ
た
。
管
理
は
女
司
か
ら
蔵
人
へ
移
行
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
前
後
し
て
、
宇
多
朝
頃
か
ら
天
皇
の
御
物

自
体
も
宜
陽
殿
へ
集
め
ら
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。
「
御
物
」
と
し
て
は
そ
の
重
要
度
が
違
う
で
あ
ろ
う
が
、
い
わ
ゆ
る
三
種
神
器
の
ひ
と
つ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

あ
る
内
侍
所
神
鏡
が
、
も
と
は
天
皇
と
同
臭
し
て
お
り
、
そ
れ
が
宇
多
朝
に
な
っ
て
温
明
殿
に
移
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
天
皇
の
側
近
く

に
置
か
れ
て
い
た
御
物
が
、
宇
多
朝
頃
に
保
管
用
の
別
の
殿
舎
に
移
さ
れ
る
（
神
鏡
の
ほ
う
は
、
そ
の
「
神
性
」
ゆ
え
に
、
引
き
続
き
内
侍
が
奉
斎
す

る
の
で
あ
る
が
）
と
い
う
点
で
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
内
裏
自
体
を
見
る
と
、
宇
多
天
皇
の
寛
平
三
、
四
年
頃
に
、
後
代
人
に
な
じ
み
の
深
い
復
元
図
の
よ
う
に
清
涼
殿
が
改
造
さ
れ
、
清

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

涼
殿
が
天
皇
の
常
御
殿
と
し
て
固
定
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
清
涼
殿
を
改
造
し
た
こ
と
は
、
天
皇
御
物
を
宜
主
殿
へ
収

納
し
直
し
て
管
理
体
制
を
見
直
し
、
整
え
る
こ
と
と
も
関
連
し
て
い
る
と
雷
え
よ
う
か
。

　
さ
ら
に
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
醍
醐
天
皇
が
「
宜
陽
殿
累
代
書
法
」
の
露
量
を
整
備
し
た
と
い
う
こ
と
も
、
宇
多
天
皇
に
よ
る
薪
た
な
御
物

管
理
体
制
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
宇
多
・
醍
醐
両
天
皇
に
よ
る
、
天
皇
御
物
に
対
す
る
強
い
関
心
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
管
理
の
場
所
・
管
理
責
任

所
管
の
整
備
、
そ
し
て
御
物
を
欠
け
る
こ
と
な
く
残
し
て
お
こ
う
と
す
る
姿
勢
、
こ
れ
ら
は
御
物
の
重
要
性
を
認
識
し
た
上
の
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
転
機
は
何
故
宇
多
・
光
孝
朝
に
起
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

①
『
九
暦
』
承
平
五
年
七
月
二
十
九
日
条
に
よ
る
と
、
相
撲
後
日
の
禄
と
し
て
内

　
蔵
の
御
者
と
と
も
に
鋸
葉
の
庸
錦
が
与
え
ら
れ
た
。

②
欄
西
宮
記
㎞
巻
十
八
（
宇
佐
使
事
）
に
よ
る
と
、
宇
佐
使
は
納
殿
の
糸
と
金
銀

を
奉
納
し
た
。
ま
た
、
明
左
経
記
』
寛
仁
元
年
十
月
十
日
条
に
、
神
宝
料
と
し
て

納
殿
か
ら
金
銀
を
出
し
た
こ
と
や
、
『
中
右
記
㎞
嘉
保
二
年
三
月
五
日
条
に
、
伊

勢
幣
料
と
し
て
納
殿
の
錦
を
用
い
た
こ
と
が
見
え
る
。
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③
剛
西
宮
記
㎞
巻
斗
（
御
仏
名
）
、
巻
士
二
（
御
修
法
）
。
　
．

④
『
小
右
記
』
長
和
三
年
二
月
十
五
日
。

⑤
『
禁
秘
抄
考
註
』
。

⑥
な
お
、
古
尾
谷
知
浩
「
古
代
の
中
央
保
管
官
司
に
お
け
る
カ
ギ
の
管
理
を
め
ぐ

　
っ
て
〕
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
二
八
八
、
一
九
九
四
年
）
は
、
次
の
『
侍
中
群
要
』

　
第
十
（
出
二
内
蔵
不
動
蔵
物
一
事
）
の
傍
線
部
分
（
筆
者
）
を
「
史
生
に
蔵
人
所
の

　
御
匙
を
給
う
」
と
読
む
こ
と
で
、
内
蔵
寮
不
動
倉
の
鎗
も
蔵
入
所
に
あ
っ
た
と
す

　
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
允
属
各
一
入
、
史
生
～
人
、
二
部
一
人
。

　
　
　
奉
レ
仰
先
召
　
奮
人
蛤
々
々
参
入
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
允
只
者
中
天
必
須
嫉
晒
参
。

　
　
　
史
生
給
二
蔵
人
所
御
匙
幻
勅
使
立
工
蔵
前
軍
令
レ
出
。
出
了
、
注
；
下
帳
榊
官
入

　
　
　
署
名
。
跡
蝶
、
退
下
勅
使
卿
封
於
御
薦
鎖
璽
如
曇
至
。

　
し
か
し
、
ま
ず
古
尾
谷
氏
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
内
蔵
寮
不
動
倉
の
鎗
と

　
野
御
倉
の
鋪
は
同
じ
櫃
に
入
っ
て
い
た
。
一
方
、
野
御
倉
の
鋪
は
蝋
侍
中
群
要
』

　
第
十
（
出
野
御
倉
物
事
）
及
び
『
西
宮
詑
㎞
巻
六
（
出
野
御
倉
薬
事
）
か
ら
門
南

　
廊
」
、
す
な
わ
ち
承
明
門
に
取
り
付
く
回
廊
内
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ

　
れ
は
諸
司
庫
蔵
の
鎗
が
承
明
門
東
腋
に
置
か
れ
て
い
た
（
大
津
透
「
ク
ラ
の
思

　
想
」
（
薗
田
香
融
編
判
日
本
古
代
社
会
の
史
的
展
開
隔
塙
書
房
、
一
九
九
九
年
。
）
）

　
の
と
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
引
用
し
た
史
料
傍
線
部
分
は
「
史
生
が

　
蔵
人
所
に
御
匙
を
給
う
」
と
読
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
蔵
人
は
勅
使
と
な
っ
て
倉
に

　
赴
い
た
（
門
西
宮
記
㎞
巻
斗
（
出
野
御
倉
薬
事
）
）
か
ら
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
、

　
仰
せ
を
受
け
て
櫃
か
ら
鍮
を
取
り
だ
し
た
内
蔵
寮
史
生
が
蔵
入
に
鍮
を
渡
し
た
の

　
で
あ
る
。
従
っ
て
、
蔵
人
所
に
置
か
れ
て
い
た
の
は
、
内
裏
内
の
納
殿
の
鋪
だ
け

　
な
の
で
あ
る
。

⑦
納
殿
の
預
に
は
蔵
人
所
の
者
が
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
所
京
子
氏
の
指
摘
が

　
あ
る
。
（
「
「
所
」
の
成
立
と
展
開
」
（
『
論
集
日
本
史
講
座
3
　
平
安
王
朝
』
、
有
精

　
堂
出
版
、
一
九
七
六
年
。
初
出
は
一
九
六
八
年
）
）
。

⑧
『
西
宮
記
』
巻
　
（
節
会
）
。
『
源
氏
物
語
』
（
歌
合
）
に
「
ふ
ん
の
つ
か
さ
の

　
御
中
め
し
出
し
て
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
御
記
を
参
考
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑨
天
皇
と
女
官
（
宮
人
）
の
空
間
で
あ
っ
た
内
裏
内
に
男
性
官
人
が
入
り
、
八
世

　
紀
を
通
じ
て
徐
々
に
く
開
か
れ
た
内
裏
V
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
皆
無
真
司

　
「
律
令
国
家
の
女
官
」
（
女
性
史
総
合
研
究
会
編
『
日
本
女
性
生
活
史
㎞
第
一
巻
、

　
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年
）
。

⑩
後
藤
氏
、
米
田
氏
は
じ
め
に
注
④
。

⑪
　
門
禁
秘
抄
㎞
上
（
清
涼
殿
）
。

⑫
例
え
ば
、
内
裏
の
宜
陽
殿
西
醐
に
は
公
卿
座
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
噌
御
堂

　
関
白
記
』
寛
弘
五
年
二
月
八
日
条
に
は
「
是
於
二
～
条
院
↓
無
二
宜
陽
殿
座
ご
、
同

　
八
年
正
月
六
日
条
に
は
「
年
来
御
門
処
々
御
一
問
、
無
二
宜
陽
殿
座
2
と
あ
り
、
里

　
内
裏
で
は
公
卿
座
は
寛
陽
殿
に
は
設
け
ら
れ
ず
、
三
座
だ
け
の
こ
と
が
多
か
っ
た
。

⑬
噛
左
経
記
』
寛
仁
元
年
八
月
二
十
三
日
。
ま
た
、
『
九
暦
逸
文
」
天
暦
四
年
七

　
月
二
十
三
日
に
見
え
る
、
建
長
親
王
に
与
え
ら
れ
た
「
護
御
霊
」
が
壼
切
御
剣
な

　
ら
ば
、
「
件
鍛
、
元
是
納
二
宜
陽
殿
一
二
。
」
と
あ
る
。

⑭
薗
田
氏
は
じ
め
に
注
④
。

⑮
角
田
文
衛
「
平
安
内
裏
に
お
け
る
常
御
殿
と
上
の
御
局
」
『
角
田
文
衛
著
作
集
』

　
四
、
法
蔵
館
、
一
九
八
四
年
。
初
出
は
～
九
七
一
年
）
。

⑯
角
田
氏
前
掲
注
⑮
。
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平安時代における皇統意識（岡村）

第
二
章
　
累
代
御
物
の
成
立
過
程

前
章
で
は
、
内
裏
内
に
置
か
れ
た
天
皇
御
物
全
体
に
つ
い
て
、
宇
多
・
醍
醐
両
天
皇
が
強
い
関
心
を
持
っ
て
、
そ
の
管
理
体
制
を
再
編
し
た

こ
と
を
見
た
が
、
本
章
で
は
、
特
に
先
帝
の
崩
御
や
譲
位
に
伴
っ
て
薪
帝
に
伝
領
さ
れ
る
御
物
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

第
【
節
　
醍
醐
天
皇
の
譲
位
と
累
代
御
物

　
延
長
八
年
（
九
三
〇
）
九
月
二
十
二
日
、
か
ね
て
よ
り
病
に
伏
し
て
い
た
醍
醐
天
皇
は
、
皇
太
子
寛
明
親
王
に
譲
位
し
、
即
日
琵
琶
が
東
宮

に
渡
さ
れ
た
が
、
同
日
の
『
吏
部
王
記
』
に
は
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
　
（
藤
原
忠
平
）

　
　
左
大
臣
令
二
右
少
弁
公
忠
奏
一
云
、
殿
上
経
時
即
自
一
一
寛
平
御
時
一
被
レ
伝
之
。
今
宵
レ
用
レ
彼
渡
候
哉
。
三
悪
レ
候
二
東
宮
時
所
フ
造
乎
。
又
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
醍
醗
天
皇
）

　
　
レ
有
天
鼠
子
幻
御
座
時
用
二
何
色
殉
二
日
、
時
簡
代
々
相
伝
、
用
レ
彼
可
レ
宜
。
抑
随
レ
便
二
曲
。
又
螺
釦
大
床
子
是
累
代
物
、
須
レ
奉
之
。

　
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
点
に
注
目
さ
れ
る
。
ま
ず
、
（
1
）
殿
上
の
間
に
あ
っ
た
時
簡
は
寛
平
、
す
な
わ
ち
宇
多
天
皇
の
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

代
か
ら
伝
え
ら
れ
た
物
で
あ
る
こ
と
。
こ
れ
は
、
殿
上
の
間
自
体
が
宇
多
朝
に
設
置
さ
れ
た
と
い
う
説
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
に

（
2
）
殿
上
の
時
簡
を
寛
明
親
王
（
朱
雀
天
皇
）
に
譲
り
渡
す
か
、
寛
明
親
王
が
皇
太
子
時
代
に
東
宮
で
使
っ
て
い
た
時
簡
を
殿
上
簡
に
し
て

使
用
す
る
か
に
つ
い
て
、
確
固
た
る
先
例
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
殿
上
の
時
事
が
設
置
さ
れ
た
の
が
宇
多
朝
で
あ
れ
ば
、
そ
の

伝
領
に
つ
い
て
の
先
例
が
出
来
上
が
っ
て
い
な
か
っ
た
の
は
当
然
と
も
言
え
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
醍
醐
は
そ
れ
を
「
代
々
相
伝
」
の
物

で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
（
3
）
螺
釧
大
床
子
も
「
累
代
物
」
と
さ
れ
て
お
り
、
醍
醐
は
さ
ら
に
朱
雀
へ
伝
領
す
べ
き
と
考
え
て
い
た

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
第
　
章
の
冒
頭
で
『
西
宮
記
』
と
『
江
家
次
第
』
の
記
述
か
ら
「
累
代
御
物
」
を
定
義
し
た
が
、
こ

こ
に
見
え
る
時
簡
と
大
床
子
が
そ
の
「
累
代
御
物
」
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
簡
と
大
床
子
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し

く
見
て
お
き
た
い
。
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ま
ず
、
（
1
）
（
2
）
の
時
簡
は
時
刻
を
示
す
札
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
朱
雀
天
皇
へ
渡
さ
れ
た
後
、
詳
し
い
記
述
が
見
え
る
の
は
、
枇
杷
第
の
三
条
天
皇
か
ら
上
東
門
第
の
後
一
条
天
皇
へ
の
譲
位
が
な
さ
れ
た
、

長
和
五
年
（
一
〇
＝
ハ
）
正
月
二
十
九
日
の
『
小
右
記
撫
で
あ
る
。

　
　
（
前
略
）
内
大
臣
已
下
列
一
左
侯
前
↓
相
烈
待
宝
剣
・
神
璽
殉
次
第
行
列
、
前
後
陣
二
型
国
璽
・
鈴
印
・
漏
剋
等
、
如
二
指
図
↓
　
（
中
略
）
大

　
　
臣
召
二
左
中
将
資
玉
葱
粧
瀬
山
事
。
右
中
将
雅
通
相
共
参
上
。
執
二
宝
剣
・
璽
下
等
｛
出
レ
自
一
叢
屋
御
几
帳
中
風
難
平
先
進
受
調
執
宝
剣
叩
次

　
　
雅
通
執
二
璽
筥
ハ
出
レ
自
二
侍
所
叩
（
中
略
）
少
納
言
率
二
左
右
近
衛
将
監
各
一
人
掌
大
舎
人
等
ハ
令
レ
持
二
大
刀
舌
早
思
妻
論
熱
熱
瞠
嚇
艦
購
欝

　
　
検
。
少
納
言
一
人
率
二
大
舎
人
・
聞
司
等
↓
取
二
割
印
鑑
等
櫃
一
追
従
。
陰
陽
寮
取
一
興
剋
具
鴨
内
竪
持
二
時
簡
・
子
等
［
従
士
。
（
申
略
）
宝
剣

　
　
命
懸
レ
度
之
後
、
相
続
御
衣
一
襲
・
御
弾
礁
嘲
蜘
手
遠
・
予
土
・
御
回
子
・
大
床
子
・
御
題
翻
・
琵
琶
螺
蹴
論
調
立
中
門
外
幻
（
割
注
略
）
（
後

　
　
略
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
村
上
天
皇
以
後
、
時
習
の
伝
領
は
こ
の
時
ま
で
確
認
で
き
な
い
が
、
さ
ら
に
そ
れ
以
後
、
後
～
条
か
ら
後
朱
雀
へ
、
堀
河
か
ら
鳥
羽
へ
時
簡

は
伝
領
さ
れ
て
お
り
、
宇
多
天
皇
か
ら
始
ま
っ
た
殿
上
の
時
簡
の
伝
領
は
、
連
綿
と
続
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
殿
上
の
時
簡
を
用
い
て
時
刻
奏
上
に
関
わ
っ
て
い
た
の
は
時
露
宿
竪
で
あ
っ
た
が
、
殿
上
の
時
簡
と
は
別
に
、
時
杭
と
い

う
も
の
も
置
か
れ
て
い
た
。
㎎
三
代
実
録
』
の
貞
観
八
年
（
八
六
六
）
か
ら
元
慶
四
年
（
八
八
○
）
に
か
け
て
、
「
内
竪
伝
点
」
の
島
木
が
鳥
に
く

わ
え
去
ら
れ
る
記
事
が
多
数
見
え
、
『
扶
桑
略
記
裏
書
』
延
長
七
年
（
九
二
九
）
十
月
十
五
日
条
に
も
「
日
華
門
内
奏
書
杭
一
枚
紛
失
。
」
と
あ

る
。
ま
た
『
三
代
実
録
』
貞
観
十
三
年
正
月
朔
条
に
、
日
華
門
よ
り
入
っ
た
突
風
が
「
内
憾
辛
面
高
案
」
を
吹
き
倒
し
た
こ
と
が
見
え
る
か
ら
、

高
案
に
杭
を
差
し
込
む
こ
と
で
時
刻
を
知
ら
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
『
薪
儀
式
』
に
は
、
天
皇
が
遷
御
の
折
に
は
「
挿
石
釜
漏
刻
於
内

　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

竪
内
君
之
前
置
と
あ
る
。
内
竪
内
候
は
春
思
国
東
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
時
杭
は
日
華
門
内
の
春
景
殿
西
側
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
と
考
え

て
よ
か
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
も
っ
と
も
、
「
今
日
、
犬
登
二
殿
上
州
噛
二
御
殿
御
座
一
斗
識
抜
時
杭
一
逃
去
。
」
や
、
「
今
日
令
レ
作
蒔
簡
杭
一
枚
↓
薪
令
レ
用
之
。
去
年
件
杭
一
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平安時代における皇統意識（岡村）

　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
簡
に
杭
を
差
し
込
ん
で
使
っ
た
ら
し
い
。
し

枚
破
損
。
（
後
略
）
」
と
い
う
史
料
は
、
殿
上
時
評
に
も
杭
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、

か
し
、
堀
河
天
皇
崩
御
に
と
も
な
い
、
昼
御
座
大
床
子
を
は
じ
め
と
し
て
殿
上
御
椅
子
、
時
簡
な
ど
が
東
宮
に
渡
さ
れ
、
さ
ら
に
陣
座
の
畳
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

平
角
、
版
位
な
ど
が
別
に
運
ば
れ
た
こ
と
を
み
て
も
、
「
時
貸
」
と
言
っ
た
場
合
に
は
、
殿
上
の
時
簡
と
は
別
の
物
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
と
も
に
運
ば
れ
た
物
を
比
べ
る
と
、
時
簡
の
ほ
う
が
時
下
よ
り
も
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
次
に
、
（
3
）
の
螺
銀
大
床
子
に
つ
い
て
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
大
床
子
は
清
涼
殿
の
朝
餉
問
や
御
手
水
間
に
も
置
か
れ
て
い
た
が
、
昼
御
帳
の
南
側
に
、
い
わ
ゆ
る
昼
御
座
大
床
子
が
置
か
れ
て
い
た
。
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

朱
雀
が
後
一
条
か
ら
伝
領
さ
れ
た
御
物
の
中
に
も
「
昼
御
座
大
床
子
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
・
後
三
条
董
が
即
位
し
た
折
の
南
殿
の
装
束
に
つ
い
摯
御
所
三
間
崖
中
央
鋪
讐
薦
…
畿
響
・
茎
立
二
羅
大
床
子
翼

後
立
覆
大
豊
御
屏
恥
」
と
あ
る
・
螺
鋼
と
な
ら
ん
で
用
い
ら
れ
た
の
が
・
金
や
銀
を
漆
に
は
め
込
む
平
文
で
あ
る
・
天
暦
三
年
（
九
四
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

三
月
の
饗
宴
で
は
、
昼
御
座
を
撤
し
て
平
文
大
床
子
が
立
て
ら
れ
た
。
貝
と
金
・
銀
と
、
用
い
る
材
料
は
異
な
る
が
、
ど
ち
ら
か
が
格
上
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

う
こ
と
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
昇
華
大
床
子
と
平
文
大
床
子
は
併
用
さ
れ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
焼
失
な
ど
に
よ
り
作
り
変
え
ら
れ
て
い
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

た
の
か
、
あ
る
い
は
「
平
文
隠
釦
御
椅
子
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
螺
銀
と
平
文
を
両
方
用
い
た
同
一
の
大
床
子
な
の
か
は

わ
か
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
儀
式
書
に
見
え
る
大
床
子
が
「
昼
御
座
大
床
子
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
螺
銀
大
床
子
が
含
ま
れ
る
と
み
な
す
こ
と
は
誤

り
で
は
な
か
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
醍
醐
天
皇
の
遺
上
中
に
見
え
る
時
簡
と
大
床
子
は
、
の
ち
に
皇
位
継
承
時
の
累
代
御
物
と
し
て
定
着
し
、
さ
ら
に
『
江
家
次

第
嚇
中
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
も
そ
も
殿
上
の
時
簡
自
体
が
宇
多
朝
か
ら
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
遺
票
中

に
見
え
る
大
床
子
が
い
つ
か
ら
の
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
『
本
朝
世
紀
』
天
慶
四
年
（
九
四
一
）
十
二
月
五
日
条
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が

あ
る
。

　
　
又
寿
司
雲
量
院
一
被
レ
奉
凝
入
螺
釦
大
床
子
一
脚
、
侮
子
一
基
、
同
螺
銀
置
物
二
二
前
置
於
内
裏
ゆ
自
二
承
和
御
壷
↓
依
レ
為
二
累
代
宝
物
↓
所
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レ
奉
也
。
其
使
木
工
権
助
藤
原
元
並
也
。
有
レ
勅
召
二
侍
所
｛
給
二
御
衣
ゆ
退
出
。

　
こ
の
時
の
天
皇
は
朱
雀
天
皇
で
あ
る
。
陽
成
天
皇
が
持
っ
て
い
た
螺
銀
大
床
子
は
、
承
和
御
時
、
即
ち
仁
明
天
皇
か
ら
の
累
代
宝
物
で
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
陽
成
か
ら
光
孝
へ
は
伝
領
さ
れ
ず
、
宇
多
・
醍
醐
を
経
て
朱
雀
即
位
十
～
年
後
に
、
椅
子
や
藤
野
置
物
机
と
と
も
に
内

裏
へ
渡
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
仁
明
か
ら
老
成
ま
で
伝
領
さ
れ
て
き
た
螺
鍋
大
床
子
が
存
在
す
る
一
方
で
、
宇
多
か
ら
醍
醐
、
朱
雀
へ
伝
領
さ
れ

て
き
た
螺
鋸
大
床
子
が
存
在
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
光
孝
の
即
位
に
と
も
な
っ
て
新
た
に
作
ら
れ
、
宇
多
に
伝
領
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
の
ち
に
譲
位
に
伴
っ
て
伝
領
さ
れ
る
慣
例
が
確
立
す
る
大
床
子
も
ま
た
、
光
孝
が
作
り
、
光
孝
か
ら
宇
多
に
伝
領
さ
れ

た
こ
と
が
そ
の
出
発
点
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
宇
多
。
醍
醐
朝
に
見
え
る
画
期

　
と
こ
ろ
で
、
先
に
引
用
し
た
『
西
宮
記
』
巻
十
一
（
天
皇
譲
位
事
）
に
よ
る
と
、
神
璽
宝
剣
に
続
い
て
先
帝
の
御
衣
と
御
笏
も
伝
領
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
は
大
床
子
な
ど
よ
り
先
に
伝
領
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
い
っ
た
累
代
御
物
よ
り
も
重
要
性
が
高
い
物
で
あ
ろ
う
。
梅
村
喬
氏
に
よ
れ

ば
、
天
皇
が
衣
を
与
え
る
こ
と
は
饗
宴
の
禄
と
し
て
古
く
か
ら
行
わ
れ
、
平
安
時
代
に
入
り
そ
れ
が
急
増
し
て
い
く
と
い
う
。
そ
し
て
衣
服
は

本
人
の
代
替
と
み
な
さ
れ
、
宗
教
的
象
徴
性
が
拡
大
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
与
え
ら
れ
た
者
と
天
皇
と
の
間
に
紐
帯
が
強
化
さ
れ
る
と
い

⑱う
。
譲
位
に
伴
う
先
帝
の
御
衣
伝
領
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
挙
げ
る
表
が
歴
代
天
皇
の
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

衣
・
御
笏
伝
領
の
～
覧
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
見
る
と
、
ま
ず
花
山
か
ら
一
条
へ
の
譲
位
は
噸
大
鏡
』
に
も
見
え
る
よ
う
に
特
異
な
形
で
あ
る
か
ら
（
塾
生
＊
印
）
例
外
と
考
え
る

と
、
御
衣
が
伝
領
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
先
帝
死
去
の
時
に
限
ら
れ
、
宇
多
か
ら
醍
醐
へ
の
譲
位
以
来
、
譲
位
に
伴
う
御
衣
の
伝
領
が
慣
例
に
な

っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
表
中
に
引
用
し
た
四
達
酢
部
類
紗
嚇
は
醍
醐
食
酢
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
宇
多
践
酢
以
前
は
衣
笏
伝
領
の
史
料
が
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
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平安蒔代における皇統意識（岡村）

（表）　先帝譲位・死去に伴う御笏・御衣の伝領

先　　　　帝
出　　　典新帝 御衣・御笏の譲渡

譲位 死　　　去
幼帝

宇　多 （これ以前不明） ○

醍醐 笏服 O 副寺部類｛主

導　雀 笏井びに服 ○ ○ 扶桑略記裏書　　　　　　　　　（注）

御衣 山塊記　治；承4年3月9日

村　上 御服一襲に御寺を加える ○ 践酢部類紗

北山抄

冷　泉 （史料になし） ○

円　融 御衣・笏 ○ ○ 御譲位一会

御母・御笏 小右記　長和5年正月2日
所引「実頼安湘御記」

花　山 御抱・笏 ○ 践酢部類紗、御三展開

一　粂 （史料になし） ＊ ○

三　条 御衣・御暦 ○ 践酢部類紗

後一条 御衣（童稚のため別に整える）

・御丸 ○ ○ zj、右言己　　長禾03年正月29日

後朱雀 御階

（御抱は樺りあるため渡さず） （○） ○喪を秘して譲位 左経記（類聚二二）長元9年

4月17日

後冷泉 御鞄・御笏 ○ 践灘部類妙

後三条 （史料になし） （○） ○「如在礼」で

白　河 御衣・御笏 ○ 践酢部類柳

堀　河 御衣・御目 ○ 践酢部類紗

鳥　羽 御笏 申右記　嘉祥2年7月19旧

（御衣は渡されず） ○ 践酢部類紗

（注）　『小右記』長和3年正月29日条によると，朱雀への譲位がなされた「延長八年外記日記」

　には旧主の御鞄・御笏を新主に奉ることが見えない旨が記されているが，実際は衣と笏は伝

　領されていた。

い
つ
ま
で
遡
れ
る
か
に
つ
い
て
は
あ
る
程
度
推

測
で
き
る
。
『
西
宮
記
』
巻
十
一
（
天
皇
譲
位

事
）
に
は
「
以
篇
内
侍
ハ
被
レ
奉
漏
御
衣
笏
置
と

あ
っ
た
。
一
方
、
『
儀
式
』
巻
第
五
（
譲
国
儀
）

で
は
、
剣
、
伝
国
璽
、
鈴
印
、
供
御
雑
器
が
新

帝
御
在
所
へ
運
ば
れ
る
こ
と
は
見
え
る
が
、

「
御
衣
笏
」
に
つ
い
て
は
記
述
が
な
い
。
『
儀

式
臨
の
成
立
は
清
和
天
皇
の
貞
観
年
間
で
あ
る

か
ら
、
文
徳
が
死
去
し
清
和
が
践
詐
し
た
と
き

に
は
ま
だ
、
衣
笏
の
伝
領
の
儀
は
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
の
清
和
か
ら
陽
光
、
陽

成
か
ら
光
孝
、
光
孝
か
ら
宇
多
を
ど
う
考
え
る

か
で
あ
る
が
、
皇
統
の
代
わ
る
陽
成
か
ら
光
孝

に
対
し
て
初
め
て
伝
説
が
な
さ
れ
た
と
は
考
え

　
　
⑳

が
た
く
、
光
孝
も
在
位
中
に
死
去
し
て
い
る
の

で
、
そ
の
後
の
例
か
ら
言
っ
て
こ
の
時
か
ら
始

ま
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
。
清
和
か
ら
陽
成
の

時
と
い
う
可
能
性
は
否
定
し
き
れ
な
い
が
、
結

局
、
『
践
酢
部
類
紗
』
の
記
述
が
始
ま
る
宇
多
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譲
位
・
醍
醐
践
酢
時
か
ら
衣
笏
伝
領
の
儀
が
始
ま
っ
た
と
み
な
す
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
累
代
御
物
の
ひ
と
つ
で
あ
る
日
記
御
厨
子
に
は
醍
醐
・
村
上
両
点
の
日
記
が
納
め
ら
れ
て
い
た
以
上
、
そ
の
伝
領
も
醍
醐
天
皇
以
来

の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
こ
れ
は
天
皇
の
死
去
や
譲
位
と
間
接
的
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
が
、
盛
切
御
剣
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
緊
切
御
剣
は
立

太
子
に
と
も
な
っ
て
皇
太
子
に
授
け
ら
れ
る
も
の
で
、
所
功
氏
は
、
醍
醐
天
皇
の
皇
太
子
保
明
親
王
立
太
子
の
日
で
あ
る
『
醍
醐
御
記
』
延
喜

四
年
（
九
〇
四
）
一
一
月
十
日
条
、
及
び
咽
宇
多
御
記
』
仁
和
五
年
（
寛
平
元
年
）
正
月
十
八
日
条
を
検
討
し
、
鎌
切
御
剣
は
も
と
も
と
黒
房
が
持

っ
て
い
た
剣
だ
と
み
な
す
の
が
妥
当
と
し
た
上
で
、
御
剣
が
撃
茎
か
ら
献
上
さ
れ
た
の
は
貞
観
年
間
、
お
そ
ら
く
貞
明
親
王
（
陽
成
天
皇
）
立

太
子
の
時
で
あ
る
が
、
皇
太
子
に
相
伝
す
べ
き
も
の
と
し
て
授
け
ら
れ
た
の
は
、
醍
醐
自
身
の
立
太
子
の
晴
が
最
初
で
あ
り
、
続
い
て
延
喜
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

年
の
保
明
親
王
立
太
子
時
、
さ
ら
に
そ
れ
以
後
段
々
と
慣
例
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
そ
の
慣
例
が
創
設
さ
れ
た
の
が
醍
醐
の
立
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

子
年
で
あ
る
寛
平
五
年
（
八
九
三
）
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
『
国
史
大
事
典
』
の
中
で
黛
弘
道
氏
も
述
べ
て
お
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

さ
ら
に
は
憲
平
親
王
（
冷
泉
天
皇
）
立
太
子
の
時
に
与
え
ら
れ
た
「
護
御
鐘
」
が
壷
切
御
剣
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
、
皇
太
子
に
与
え
ら
れ
る

べ
き
御
剣
と
し
て
重
要
視
さ
れ
続
け
た
。
す
な
わ
ち
、
宇
多
が
皇
太
子
時
代
の
醍
醐
に
与
え
た
こ
と
が
、
斜
切
御
剣
の
噛
矢
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
し
か
し
、
壷
切
御
剣
が
伝
領
さ
れ
て
い
く
意
義
を
考
え
た
時
、
従
来
の
見
解
で
は
藤
原
氏
が
自
身
出
身
の
皇
太
子
の
地
位
を
安
定
さ
せ
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

め
、
皇
位
の
印
の
神
剣
に
倣
っ
て
皇
太
子
相
伝
の
護
身
剣
に
し
た
と
み
な
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
生
母
が
藤
原
氏
で
は
な
い

後
三
条
天
皇
に
対
し
て
は
、
皇
太
子
時
代
に
は
重
切
御
剣
が
渡
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
説
話
が
『
江
談
抄
』
や
『
続
古
事
談
』
に
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

『
東
宮
御
元
服
部
類
記
臨
所
引
『
土
右
記
臨
承
元
年
十
一
月
二
十
二
日
条
か
ら
、
実
際
は
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
と
い
う
。
従
っ
て

壺
切
御
剣
は
、
藤
原
氏
所
生
の
皇
太
子
に
の
み
授
け
ら
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
こ
こ
で
は
、
大
床
子
な
ど
の
天
皇
の
累
代

御
物
と
同
様
、
宇
多
が
伝
領
の
慣
例
を
開
い
た
こ
と
に
着
目
し
、
そ
れ
と
同
じ
意
義
を
も
つ
と
考
え
た
い
。
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平安時代における皇統意識（岡村）

　
す
な
わ
ち
、
仁
明
～
陽
成
と
直
系
を
た
ど
っ
て
き
た
皇
統
が
、
陽
成
の
退
位
に
よ
り
一
旦
途
切
れ
、
仁
明
皇
子
で
あ
っ
た
高
齢
の
光
孝
に
皇

位
が
引
き
継
が
れ
る
こ
と
で
、
光
孝
以
降
の
皇
統
は
始
ま
っ
た
。
こ
の
皇
統
の
変
化
に
伴
い
、
そ
の
皇
統
に
権
威
を
与
え
、
さ
ら
に
そ
れ
が

代
々
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ
と
を
示
す
手
段
と
し
て
「
累
代
御
物
」
が
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
光
孝
や
宇
多
が
そ
れ
を
始
め
、
醍
醐
が
強
く
伝

領
を
望
ん
だ
こ
と
は
、
本
章
最
初
に
引
用
し
た
延
長
八
年
の
四
部
部
王
玉
山
か
ら
も
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第
一
章
で
見
た
よ
う
な
、
宇

多
・
醍
醐
に
よ
る
天
皇
御
物
に
対
す
る
管
理
の
姿
勢
は
、
モ
ノ
が
も
つ
権
威
の
象
微
性
を
理
解
し
た
上
の
こ
と
で
あ
り
、
新
た
な
皇
統
に
属
す

彼
ら
が
、
自
ら
が
属
す
皇
統
の
正
当
性
と
そ
の
永
続
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
累
代
御
物
を
皇
位
継
承
と
と
も
に
伝
領
さ
せ
て
い
こ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
光
孝
か
ら
の
新
し
い
皇
統
に
お
い
て
始
ま
っ
た
累
代
御
物
の
伝
領
は
、
十
世
紀
に
お
け
る
冷
泉
系
と
円
融
系
の
両
統
迭
立
も
問
題

と
せ
ず
、
こ
れ
以
降
長
く
続
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
先
述
の
天
慶
四
年
の
『
本
朝
世
紀
』
に
見
た
よ
う
に
、
仁
明
以
来
彦
成
が
所
持
し
て
い
た

大
床
子
が
光
孝
へ
と
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
光
孝
・
宇
多
・
醍
醐
は
、
以
後
の
い
か
な
る
血
統

上
の
天
皇
に
と
っ
て
も
そ
の
源
流
と
な
り
う
る
、
そ
れ
以
前
と
は
違
う
新
た
な
皇
統
を
創
出
し
た
と
斎
う
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

以
後
の
あ
ら
ゆ
る
天
皇
の
源
流
が
光
孝
～
醍
醐
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
が
、
累
代
御
物
な
の
で
あ
っ
た
。

第
三
節
　
文
徳
～
清
和
の
皇
銃
と
光
孝
以
降
の
皇
統

　
光
孝
以
来
の
皇
統
は
、
予
想
さ
れ
な
か
っ
た
ほ
ど
の
転
換
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
。
光
孝
の
皇
子
で
あ
っ
た
宇
多
は
臣
籍
に
下
っ
て
い
た
こ
と

も
あ
り
、
退
位
後
の
陽
成
上
皇
が
宇
多
を
指
し
て
「
当
代
は
家
人
に
は
あ
ら
ず
や
」
と
雷
つ
た
と
い
う
『
大
鏡
㎏
の
記
述
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
陽
成
側
の
対
抗
心
に
対
し
て
、
河
内
氏
は
、
宇
多
が
文
徳
～
陽
成
の
直
系
と
比
べ
て
自
分
の
劣
位
を
自
覚
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
臣
籍
に
あ
っ
た
と
い
う
個
人
的
劣
等
感
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
光
孝
、
宇
多
と
継
承
さ
れ
て
き
た
皇
統
が
、
文
徳
～

陽
成
の
皇
統
よ
り
劣
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
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河
内
氏
に
よ
れ
ば
、
父
子
相
伝
の
直
系
が
優
位
で
あ
る
。
し
か
し
、
陽
成
が
退
位
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
時
、
直
系
に
あ
た
る
黒
質
の
皇
子

が
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
光
孝
に
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
河
内
氏
は
、
光
孝
は
あ
く
ま
で
傍
系
で
は
あ
っ
た
が
、
混
迷
し

た
事
態
を
打
開
す
る
た
め
、
新
た
な
候
補
者
を
決
定
す
る
た
め
の
中
継
ぎ
と
し
て
、
最
も
皇
位
に
遠
い
者
が
選
ば
れ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、

時
間
を
か
け
る
こ
と
で
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
新
し
い
選
択
肢
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
光
孝
は
や
は
り
「
ふ
さ
わ

し
い
者
」
と
し
て
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

　
光
孝
は
仁
明
皇
子
で
あ
り
、
彼
が
皇
位
に
就
い
た
正
当
性
は
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
っ
た
。
仁
明
朝
、
す
な
わ
ち
承
和
期
の
先
例
を
「
承
和
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

事
」
し
て
尊
重
す
る
態
度
が
光
孝
・
宇
多
・
醍
醐
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
所
功
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
文
化
史
上
か

ら
も
承
和
期
は
和
歌
復
興
の
時
期
で
あ
り
、
漢
文
学
の
屈
折
点
で
も
あ
り
、
雅
楽
に
お
け
る
楽
制
改
革
の
時
期
で
も
あ
る
と
い
う
転
換
期
・
画

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

期
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
。
承
和
は
そ
の
よ
う
な
先
例
と
な
る
画
期
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
だ
け
に
尊
重
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
光
孝
即
位
の
正
当
性
を
強
調
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
光
孝
が
仁
明
皇
子
で
あ
り
、
仁
明
を
承
け
て
い
る
こ
と
を
必
然
的
に
強
調
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
光
孝
か
ら
の
皇
統
が
仁
明
に
連
な
る
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
皇
統
理
念
は
、
文
徳
～
陽
成
の
皇
統
を

脇
役
に
し
ょ
う
と
す
る
皇
統
理
念
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
本
章
第
一
節
で
引
用
し
た
天
慶
四
年
の
『
本
朝
世
紀
』
に
は
、
　
早
成
上
皇
が
朱
雀
朝
に
な
っ
て
よ
う
や
く
累
代
の
螺
鋼
大
床
子
以
下
を
宰

領
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
陽
成
が
退
位
し
て
皇
統
が
光
孝
へ
移
っ
た
当
初
は
、
陽
成
は
光
孝
が
自
分
の
皇
統
を
正

式
に
継
承
し
た
こ
と
を
認
め
な
い
と
い
う
意
識
が
あ
り
、
そ
の
表
れ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
後
、
よ
う
や
く
朱
雀
朝
に
伝
馬
に
至
っ
た
こ
と
は
、

光
孝
の
皇
統
へ
、
自
ら
の
皇
統
を
合
流
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で
は
な
か
ろ
う
か
。
豊
成
上
皇
に
と
っ
て
は
、
こ
の
時
は
皇
統
の

合
流
以
上
の
意
味
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
次
第
に
文
徳
～
陽
成
の
皇
統
は
傍
流
扱
い
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
ふ
た
つ
の
皇
統
の
関
係
が
、
の
ち
に
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
か
と
い
う
皇
統
観
に
つ
い
て
、
累
代
御
物
と
し
て
『
江

家
次
第
』
に
見
え
る
琵
琶
、
す
な
わ
ち
玄
上
（
玄
象
）
の
伝
馬
を
例
に
と
っ
て
み
た
い
。
玄
上
は
、
『
枕
草
子
』
（
無
名
と
い
ふ
琵
琶
の
御
竈
を
）
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平安時代における皇統意識（岡村）

に
も
天
皇
の
持
つ
名
物
楽
器
と
し
て
そ
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
の
円
融
天
皇
の
天
元
五
年
（
九
八
二
）
、
内
裏
火
災
の
時
に
一
旦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

行
方
不
明
と
な
る
が
、
二
十
日
ば
か
り
し
て
職
御
曹
司
細
意
か
ら
見
つ
か
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
時
ま
で
に
は
内
裏
内
の
楽
器
と
な
っ
て
い
た

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
さ
て
、
金
上
が
歴
史
上
に
登
場
す
る
由
来
に
は
ふ
た
つ
あ
り
、
ひ
と
つ
は
承
和
年
間
に
遣
唐
使
と
し
て
唐
に
渡
っ
た
琵
琶
の
名
手
藤
原
貞
敏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

が
、
承
和
五
年
に
劉
次
郎
か
ら
紫
檀
と
紫
藤
の
二
面
の
琵
琶
を
贈
ら
れ
た
と
い
う
『
三
代
実
録
』
の
記
述
か
ら
、
そ
の
紫
檀
琵
琶
が
如
上
で
あ

る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
『
十
訓
抄
瞼
『
禁
秘
抄
考
註
輪
な
ど
は
こ
の
説
を
と
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
宮
中
に
入
れ
ら
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
語

ら
れ
て
い
な
い
。
も
う
ひ
と
つ
は
「
玄
上
は
延
喜
の
御
琵
琶
な
り
。
其
御
心
、
比
巴
の
上
手
に
運
上
と
い
ふ
者
あ
り
き
。
其
名
に
よ
り
て
や
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
無
上
と
つ
け
ら
れ
た
り
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
醍
醐
の
琵
琶
で
あ
っ
た
と
す
る
『
夜
鶴
庭
訓
抄
隔
な
ど
の
説
で
、
『
教
訓
夢
占
も
同
様
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
『
古
事
談
臨
に
よ
れ
ば
、
村
上
天
皇
が
玄
冬
の
由
来
を
知
ら
ず
に
そ
の
琵
琶
を
弾
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
唐
で
貞
敏
に
早
上
を
与
え
た

入
物
の
霊
が
や
っ
て
来
て
、
仁
明
朝
に
遡
る
そ
の
由
来
を
教
え
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
『
古
事
談
』
は
、
確
か
で
は
な
い
が
、

と
し
て
、
延
喜
頃
の
「
玄
上
宰
相
」
と
琵
琶
玄
上
と
の
関
わ
り
を
付
け
加
え
て
い
る
。
こ
れ
は
開
十
訓
抄
』
等
と
『
夜
鶴
庭
訓
抄
』
等
を
合
体

さ
せ
た
案
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
仁
明
朝
に
日
本
に
持
っ
て
こ
ら
れ
た
砂
上
は
、
醍
醐
・
村
上
朝
ま
で
累
代
御
物
と
し
て
は
扱
わ
れ
て
い
な

か
っ
た
よ
う
に
読
め
る
。

　
こ
う
い
つ
た
玄
上
の
由
来
が
ど
こ
ま
で
真
実
で
あ
る
か
、
確
か
で
は
な
い
。
が
、
こ
れ
ら
の
中
で
仁
明
と
醍
醐
は
語
ら
れ
て
い
て
も
、
文
徳

～
陽
成
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
第
～
章
で
名
物
楽
器
の
象
皮
の
由
来
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
こ
れ
は
も
と
は
仁

明
が
基
経
に
与
え
た
物
で
、
宇
多
朝
に
な
っ
て
内
裏
宜
陽
殿
の
楽
器
に
な
っ
た
と
い
う
。
仁
明
か
ら
光
孝
・
宇
多
の
皇
統
に
つ
な
げ
よ
う
と
し

た
点
で
、
玄
上
と
橘
皮
の
由
来
に
は
共
通
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
由
来
を
語
る
の
は
十
一
世
紀
末
以
降
の
書
物
で
あ
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
既

に
文
徳
～
清
和
の
皇
統
と
比
し
て
光
孝
以
降
の
そ
れ
が
本
流
で
あ
る
こ
と
が
自
明
の
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
本
章
で
は
ま
ず
、
光
孝
か
ら
始
ま
る
醍
醐
・
宇
多
の
皇
統
が
、
累
代
御
物
に
自
ら
の
皇
統
の
正
当
性
を
託
し
て
い
こ
う
と
し
た
こ
と
を
明
ら
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か
に
し
た
。
そ
の
結
果
、
や
が
て
光
孝
以
降
と
い
う
本
流
に
、
そ
れ
以
前
の
文
徳
～
清
和
が
合
流
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
大
床
子
の
伝

領
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
名
物
楽
器
の
伝
来
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
事
実
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
そ
こ
に
本
流
と
傍
流
を
区
別
し
た

認
識
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
御
物
の
伝
領
と
皇
統
と
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
そ
の
次
に
表
れ
る
皇
統
の
変
節
、
す
な
わ
ち
冷
泉
系
と
円
融
系
の
両
統
迭
立
に
お
い
て
、
ふ
た
つ
の
皇
統
は
ど
の
よ
う
に
認
識

さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
次
章
で
述
べ
た
い
。
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①
角
田
氏
、
第
一
章
注
⑮
。

②
『
日
本
紀
略
』
『
左
経
記

　
長
元
九
年
四
月
十
八
日
。

＠＠＠＠＠＠＠

類
聚
動
画
㎞
長
元
九
年
四
月
十
七
日
、
『
範
国
記
』

『
中
右
記
」
嘉
祥
二
年
七
月
十
九
日
。

『
侍
中
群
薄
』
第
二
所
引
『
内
竪
詩
式
』
。

『
新
儀
式
』
第
四
（
天
皇
遷
御
事
）
。

『
西
宮
記
』
巻
八
（
所
々
事
）
。

『
日
本
紀
略
』
安
和
元
年
四
月
一
日
。

『
春
記
」
長
久
元
年
正
月
十
日
。

『
讃
鍍
典
侍
日
記
』
（
滝
口
名
た
い
め
む
）

に
「
時
の
ふ
だ
に
く
ひ
さ
す
督
す
」

　
と
見
え
る
。

⑩
『
中
右
記
』
嘉
祥
二
年
七
月
十
九
日
。

⑪
　
　
『
大
内
裏
閣
考
謹
』
第
十
一
附
録
上
（
昼
御
座
）
。

⑫
欄
左
経
記
類
聚
雑
例
隔
長
元
九
年
四
月
十
七
B
。

⑬
即
位
礼
は
太
政
官
庁
で
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
は
即
位
礼
に
伴
っ
て
な
さ
れ
た
南

　
殿
の
装
束
で
あ
り
、
天
皇
は
こ
こ
か
ら
太
政
官
庁
に
向
か
っ
た
。

⑭
鱗
後
三
条
院
御
即
位
記
隔
治
暦
四
年
七
月
二
十
一
日
。
（
『
群
書
類
従
』
巻
第
九

　
一
）
。

⑮
『
酉
宮
記
㎞
巻
八
（
花
宴
）
。
同
様
に
昼
御
座
を
撤
し
て
大
床
子
が
据
え
ら
れ

　
る
の
は
（
螺
釧
か
平
文
か
は
わ
か
ら
な
い
が
）
親
王
元
服
（
『
西
宮
記
㎞
巻
十
一

　
（
親
王
元
服
）
）
、
内
親
王
普
裳
（
隅
西
宮
記
』
巻
十
一
（
内
親
王
着
裳
）
）
が
あ
る
。

　
こ
れ
以
外
に
大
床
子
が
用
い
ら
れ
る
例
と
し
て
、
開
政
事
要
略
稲
藁
二
十
二
（
釈

　
奨
祭
紫
震
殿
内
論
議
装
束
）
に
屏
風
を
立
て
廻
し
た
中
に
広
莚
を
敷
き
、
「
粧
錺

　
大
床
子
御
座
如
常
儀
」
と
あ
る
。
ま
た
、
天
皇
自
身
の
元
服
の
蒔
に
紫
農
殿
御
帳

　
内
に
設
け
ら
れ
る
天
皇
御
座
は
、
晋
礼
で
は
大
床
子
を
、
薬
礼
で
は
莚
席
を
設
け

　
る
が
、
貞
観
・
元
慶
例
は
唐
礼
に
よ
っ
た
こ
と
が
諸
儀
式
書
に
見
え
る
（
『
新
儀

　
式
』
第
四
（
天
皇
加
元
服
事
）
、
欄
西
宮
記
口
巻
十
一
（
天
皇
元
服
儀
）
、
門
北
山

　
抄
』
巻
第
四
（
御
元
服
儀
）
）
。

⑯
岡
田
譲
「
和
風
化
の
軌
跡
」
（
岡
田
譲
他
編
『
普
及
版
目
本
の
漆
芸
6

　
螺
錨
・
鎌
倉
彫
・
沈
金
』
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
）
で
も
、
市
銀
・
平
文

　
と
も
に
奈
良
時
代
に
唐
か
ら
移
植
さ
れ
た
技
術
だ
と
す
る
も
の
の
、
両
者
の
格
の

　
上
下
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

⑰
『
大
内
裏
図
延
性
』
第
十
之
附
録
所
引
『
後
二
条
関
白
記
』
（
寛
治
五
年
正
月

　
十
六
日
）
。
た
だ
し
『
大
日
本
古
記
録
』
の
『
後
二
条
師
通
記
』
嶺
該
年
月
日
に

　
は
、
こ
の
記
述
は
な
い
。

⑱
梅
村
喬
「
饗
宴
と
禄
」
1
“
か
っ
け
も
の
”
の
考
察
1
（
糊
歴
史
評
論
』



　
四
二
九
、
一
九
八
六
年
）
。

⑲
こ
の
表
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
加
茂
正
典
氏
が
「
平
安
時
代
に
お
け
る
践
酢

　
儀
（
覚
書
）
1
鋼
璽
渡
御
を
中
心
と
し
て
一
」
（
『
日
本
古
代
即
位
儀
礼
史
の

　
研
究
』
思
文
闘
出
版
、
～
九
九
九
年
。
初
出
は
｝
九
九
一
年
）
の
中
で
作
成
さ
れ

　
た
「
各
天
皇
の
剣
璽
渡
御
を
中
心
と
し
た
践
酢
儀
表
」
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
く

　
と
と
も
に
、
若
干
手
を
加
え
た
。

⑳
こ
の
時
の
践
酢
に
つ
い
て
は
『
三
代
実
録
』
元
慶
八
年
二
月
四
日
・
五
日
条
に

　
比
較
的
詳
し
く
あ
り
、
神
璽
・
宝
剣
・
鏡
・
内
印
・
駅
鈴
・
伝
符
・
管
鍮
が
渡
さ

　
れ
た
こ
と
は
わ
か
る
。

⑳
気
功
「
「
壼
切
御
剣
」
に
関
す
る
御
記
逸
文
」
（
『
歴
史
読
本
』
特
別
増
刊
事
典

　
シ
リ
ー
ズ
『
日
本
「
日
記
」
総
覧
』
、
新
人
望
潮
来
社
、
一
九
九
四
年
）
。

⑫
　
　
州
国
史
大
事
典
』
（
吉
川
弘
文
館
）
「
量
切
太
刀
」
の
項
（
黛
弘
道
氏
執
筆
部

　
分
）
。

⑱
　
　
糊
九
暦
逸
文
』
天
暦
四
年
七
月
二
十
三
日
。

⑳
所
氏
前
掲
注
⑳
、
源
氏
前
掲
注
⑫
。

⑳
　
松
浦
辰
男
「
壼
切
御
剣
之
事
」
（
『
史
学
会
雑
誌
㎞
一
九
、
一
八
九
一
年
）
。

⑳
　
所
功
「
菅
原
道
真
の
冤
罪
管
見
」
（
糊
芸
林
』
二
〇
の
五
、
一
九
六
九
年
）
。

⑳
　
こ
れ
ら
の
研
究
史
の
整
理
は
後
藤
昭
雄
「
承
和
へ
の
憧
撮
一
文
化
史
上
の
仁

　
明
朝
の
位
置
1
」
（
今
井
源
衛
教
授
退
官
記
念
文
学
論
叢
刊
行
会
編
『
文
学
論

　
叢
㎞
、
～
九
八
二
年
）
。

⑱
　
　
朔
百
錬
抄
』
天
元
五
年
十
｝
月
十
七
日
、
十
二
月
六
臼
。

⑳
　
　
『
三
代
実
録
』
貞
観
九
年
十
月
四
日
。

⑳
　
　
『
群
書
類
従
』
巻
第
三
四
七
。
朔
群
番
解
題
㎞
に
よ
る
と
、
お
そ
ら
く
藤
原
伊

　
綱
（
～
　
〇
七
七
）
の
作
か
と
い
う
。
な
お
、
藤
原
呈
上
は
『
公
卿
補
任
』
に
よ

　
る
と
斉
衡
三
年
の
生
ま
れ
で
延
喜
十
九
年
に
参
議
に
な
り
、
門
日
本
紀
略
』
に
よ

　
る
と
承
平
三
年
正
月
二
十
｝
日
に
参
議
、
七
十
八
歳
で
死
去
し
た
。

第
三
章
　
円
融
系
と
冷
泉
系
の
両
統
迭
立

平安時代における皇統意識（岡村）

第
一
節
　
名
物
楽
器
鈴
鹿
と
円
融
系
の
皇
統

　
本
節
で
は
ま
ず
、
累
代
御
物
の
ひ
と
つ
と
し
て
『
江
家
次
第
』
に
「
和
琴
一
面
」
と
見
え
る
鈴
鹿
を
取
り
あ
げ
る
。
こ
れ
は
、
清
涼
殿
昼
御

座
に
琵
琶
の
早
上
と
と
も
に
置
か
れ
て
い
た
、
累
代
の
名
物
楽
器
で
あ
る
。
し
か
し
、
天
皇
が
持
つ
名
物
楽
器
の
名
を
列
挙
し
た
『
枕
草
子
』

（
無
名
と
い
ふ
琵
琶
の
御
琴
を
）
の
中
に
、
玄
上
の
名
は
見
え
る
が
鈴
鹿
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
引
用
は
し
な
い
が
、
こ
の
段
に
登
場
す
る
故

殿
（
藤
原
道
隆
）
は
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
四
月
十
日
に
死
去
し
て
お
り
、
『
枕
草
子
』
自
体
も
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
頃
の
成
立
か
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
長
徳
～
長
保
年
間
は
も
ち
ろ
ん
、
寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）
に
な
っ
て
も
鈴
鹿
は
一
条
天
皇
の
御
物
に
は
な
っ
て
い
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な
か
っ
た
こ
と
が
、
次
の
『
御
堂
関
白
記
』
寛
弘
七
年
正
月
十
一
日
条
か
ら
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
志

　
　
従
一
　
花
山
院
御
匝
殿
許
｛
得
二
横
笛
謡
。
ロ
ハ
今
第
一
笛
也
。
左
宰
相
中
将
和
琴
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
葉
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
（
源
経
房
）

　
　
是
故
小
野
宮
殿
第
一
物
（
鈴
鹿
）
。
頼
親
朝
臣
献
レ
箏
。
螺
銅
。

　
す
な
わ
ち
こ
の
時
道
長
は
源
鴬
遷
か
ら
、
故
小
野
宮
殿
（
実
頼
）
第
一
物
で
あ
っ
た
和
琴
の
鈴
鹿
を
得
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
第
二
章
第
一
節
で
長
和
五
年
（
一
〇
一
六
）
正
月
二
十
九
日
の
『
小
右
記
』
を
引
用
し
た
が
、
こ
の
時
の
三
条
か
ら
後
　
条
へ
の
譲

位
に
お
い
て
伝
領
さ
れ
た
累
代
御
物
の
申
に
、
「
御
笛
翻
・
琵
琶
撚
蝋
」
と
は
見
え
る
が
、
琴
は
見
え
な
い
。
こ
の
時
鈴
鹿
は
薪
帝
の
三
条
に
は

伝
領
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
和
琴
、
あ
る
い
は
鈴
鹿
が
践
詐
の
場
で
伝
領
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
の
は
、
後
一
条
方
か
ら
弟
の
後
朱
雀

へ
笛
、
琵
琶
と
と
も
に
「
御
琴
」
が
伝
領
さ
れ
た
と
す
る
『
範
国
記
』
長
元
九
年
（
～
〇
三
六
）
四
月
二
十
二
日
の
記
述
が
最
初
な
の
で
あ
る
。

　
鈴
鹿
を
得
た
道
長
が
、
程
な
く
一
条
に
そ
れ
を
献
上
し
た
の
か
、
後
一
条
の
万
寿
四
年
（
一
〇
二
七
）
十
二
月
に
死
去
す
る
遵
長
が
、
そ
れ

ま
で
に
鈴
鹿
を
後
一
条
に
与
え
た
の
か
、
ど
ち
ら
も
可
能
性
は
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
鈴
鹿
が
天
皇
の
累
代
御
物
に
加
え
ら
れ
た
背
景
に
、

生
前
の
後
一
条
の
意
志
が
強
く
働
い
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
後
一
条
の
皇
太
子
も
円
融
系
か
ら
立
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
円
融
系
に

由
来
を
持
つ
鈴
鹿
を
、
譲
位
に
伴
う
累
代
御
物
の
中
に
加
え
る
こ
と
に
は
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
。

　
文
徳
～
陽
樹
の
皇
統
と
光
孝
以
降
の
そ
れ
が
時
間
的
に
並
存
し
て
い
な
か
っ
た
の
と
は
異
な
り
、
冷
泉
系
と
円
融
系
と
は
時
間
的
に
並
存
し

て
い
た
。
そ
の
た
め
、
ど
ち
ら
が
本
流
か
と
い
う
互
い
の
皇
統
理
念
は
、
前
者
の
時
よ
り
も
対
立
が
激
し
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
光

孝
・
宇
多
以
来
の
累
代
御
物
は
皇
統
に
関
わ
り
な
く
伝
領
さ
れ
、
壷
切
御
剣
も
然
り
で
あ
っ
た
か
ら
、
冷
泉
系
か
ら
離
れ
た
新
た
な
累
代
御
物

が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
章
で
見
た
よ
う
な
、
皇
統
の
正
当
性
を
御
物
に
託
し
、
累
代
御
物
と
し
て
伝
領
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ

こ
で
も
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
両
統
迭
立
の
解
消
は
、
冷
泉
系
に
対
す
る
円
融
系
の
勝
利
で
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
示
し
た
も
の
が
新
た

な
累
代
御
物
と
し
て
の
鈴
鹿
な
の
で
あ
る
。

　
結
果
的
に
は
円
融
系
が
本
流
、
冷
泉
系
が
傍
流
と
な
る
こ
と
で
決
着
が
つ
い
た
こ
の
両
統
迭
立
で
あ
る
が
、
円
融
系
が
本
流
で
あ
る
こ
と
は
、
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平安時代における皇統意識（岡村）

単
に
結
果
論
と
し
て
の
皇
統
観
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
両
統
迭
立
の
期
間
中
に
お
い
て
、
外
部
か
ら
の
皇
統
観
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

の
か
、
す
な
わ
ち
ど
ち
ら
が
本
流
か
は
決
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
結
果
が
出
る
前
に
ど
ち
ら
か
が
本
流
だ
と
の
皇
統
観
が
形

成
さ
れ
て
い
た
の
か
、
さ
ら
に
は
そ
も
そ
も
皇
統
の
本
流
と
傍
流
と
い
う
皇
統
観
が
形
成
さ
れ
る
契
機
は
何
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
次
節
で

述
べ
た
い
。

第
二
節
　
継
体
の
君
と
反
正
の
君

　
ま
ず
、
高
倉
天
皇
の
承
安
五
年
（
＝
七
五
）
、
改
元
が
行
わ
れ
て
安
元
元
年
と
な
っ
た
、
そ
の
時
点
か
ら
本
節
を
始
め
た
い
。
こ
の
改
元
詔

書
に
天
皇
の
在
位
年
数
を
入
れ
る
際
に
、
仁
安
三
年
（
＝
六
八
）
の
即
位
年
か
ら
数
え
る
か
、
即
位
翌
年
に
改
元
さ
れ
た
嘉
応
元
年
（
二
六

九
）
か
ら
数
え
る
か
で
議
論
が
あ
っ
た
こ
と
が
『
山
梶
記
』
安
元
元
年
七
月
二
十
八
日
条
に
見
え
る
。
畷
山
塊
記
』
を
記
し
た
中
山
忠
親
は
、

後
日
、
算
博
士
か
ら
在
位
年
数
を
数
え
る
方
法
に
三
号
あ
る
こ
と
を
聞
き
、
こ
の
二
十
八
日
条
の
最
後
に
書
き
加
え
て
い
る
。
そ
の
一
部
を
こ

こ
に
引
用
す
る
。
（
傍
線
は
筆
者
）

　
　
㈹
　
寛
弘
五
年
七
月
十
日
戊
辰
、
蔵
人
頭
左
中
士
道
方
奉
二
勅
問
一
臼
、
先
年
算
博
土
茂
明
所
レ
奏
易
感
文
、
廿
二
年
丁
未
詳
六
日
辛
亥
御

　
　
厄
年
事
、
自
二
十
元
年
［
計
之
歎
、
三
二
即
位
年
一
計
之
欺
、
子
細
福
二
言
上
一
者
。
算
博
士
厚
即
自
云
、
去
年
所
レ
奏
二
十
二
年
、
自
二
即
位

　
　
年
｝
計
之
。
易
軌
術
話
線
受
禅
年
一
勘
之
。
茂
明
置
去
、
当
代
准
漏
反
正
三
主
ハ
自
二
即
位
年
皿
計
之
。
帯
止
演
文
也
。
已
奏
二
二
重
ゆ
（
中
略
）

　
　
厚
範
申
云
、
子
胤
術
即
位
時
津
為
レ
正
云
々
。
此
強
暴
二
子
孫
受
禅
之
義
ゆ
因
二
受
禅
一
而
為
レ
立
者
、
子
伝
二
近
位
「
云
々
。
当
代
非
二
連
又
父

　
　
伝
レ
子
厳
儀
↓
故
自
二
即
位
　
計
之
。
光
仁
光
孝
是
也
。
余
計
二
受
禅
之
穿
計
之
、
或
自
　
即
位
一
計
之
、
易
術
前
心
也
。
自
警
元
一
計
之
他

　
　
之
一
説
也
云
々
。

　
　
圖
　
一
條
院
円
融
院
長
子
宮
。
用
二
反
正
↓
光
仁
光
孝
或
為
二
人
臣
一
登
二
皇
位
↓
或
群
臣
相
議
即
位
。
傍
以
一
即
位
同
宿
之
。
反
正
君
草
創

　
　
主
演
。
治
安
四
年
明
法
道
貞
清
無
蓋
等
当
一
一
中
興
厄
一
之
由
勘
申
。
後
一
條
閉
式
二
継
体
出
歯
殉
伍
不
レ
可
レ
黒
門
彼
厄
一
嵩
如
何
。
継
受
主
也
。
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背
注
説
蒙
窃
。
或
断
籔
稚
馳
世
偽
．
散

　
　
　
　
　
　
（
感
鰍
）

　
こ
こ
に
長
い
史
料
を
引
用
し
た
の
は
、
こ
れ
が
必
ず
し
も
在
位
年
数
計
算
法
の
問
題
に
と
ど
ま
っ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
ず
㈲
は
、
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
七
月
、
先
年
に
算
博
士
よ
り
出
さ
れ
た
唐
文
に
対
し
て
勅
問
が
あ
っ
た
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
算
博

士
茂
明
は
、
一
条
天
皇
の
在
位
二
十
二
年
を
丁
霊
年
（
陸
寛
弘
四
年
1
1
　
○
〇
七
）
と
し
、
こ
れ
が
御
厄
年
に
あ
た
る
と
し
た
が
、
在
位
年
は
改

元
年
（
1
1
永
延
元
年
心
事
八
七
）
か
ら
数
え
る
の
か
、
即
位
年
（
H
寛
和
二
年
1
1
九
八
六
）
か
ら
数
え
る
の
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
答
と
し

て
注
目
さ
れ
る
の
が
傍
線
部
分
で
、
そ
れ
に
よ
る
と
（
1
）
当
代
（
一
条
）
は
「
反
正
の
主
」
に
準
ず
る
と
さ
れ
て
い
た
。
（
2
）
当
代
の
皇

位
は
連
（
兄
弟
相
続
だ
と
思
わ
れ
る
）
で
も
父
子
相
続
で
も
な
い
の
で
、
受
禅
時
で
は
な
く
即
位
時
か
ら
数
え
る
が
、
そ
れ
は
光
仁
・
光
孝
と
同

様
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
「
反
正
」
と
は
何
か
。
上
記
㈲
で
は
光
仁
・
光
孝
と
同
様
の
継
承
の
仕
方
を
す
る
こ
と
、
と
い
う
（
2
）
が
お
そ
ら
く
は
そ
の
説

明
で
あ
ろ
う
が
、
圓
に
も
ほ
ぼ
同
内
容
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
㈲
は
少
な
く
と
も
㈹
の
算
博
士
ら
の
意
見
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
忠
親
の

意
見
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
「
反
正
の
君
」
と
は
光
仁
や
光
孝
の
よ
う
な
即
位
の
経
緯
を
も
つ
天
皇
で
あ
り
、
「
草
創
主
」

で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
父
か
ら
、
あ
る
い
は
兄
弟
か
ら
皇
位
を
譲
り
受
け
た
わ
け
で
は
な
く
、
新
た
な
皇
統
を
草
創
し
た
天
皇
が
「
反

正
の
君
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
ω
と
㈹
に
よ
る
と
、
一
条
は
光
仁
・
光
孝
と
同
様
の
経
緯
で
皇
位
を
継
い
だ
の
で
は
な
い
も
の

の
、
「
反
正
の
君
」
に
準
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
さ
ら
に
、
⑬
に
よ
る
と
後
　
条
は
「
継
体
の
君
」
で
は
な
い
と
い
う
。
そ
れ
で
は
「
継
体
の
霜
」
と
は
何
か
。
『
漢
書
面
谷
永
伝
に
よ
る
と
、

成
帝
の
元
延
元
年
（
紀
元
前
＋
二
）
に
「
漢
興
九
世
、
百
九
十
余
歳
。
継
体
之
主
七
。
」
と
あ
る
。
二
代
恵
帝
の
息
で
あ
る
色
素
二
人
を
皇
帝
に

数
え
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
幼
帝
は
呂
后
称
制
の
間
の
健
縄
で
あ
り
、
正
式
な
皇
帝
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
嘉
言
を
継
い
だ
廃

帝
も
即
位
後
一
ヶ
月
足
ら
ず
で
廃
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
数
え
な
い
。
と
す
る
と
、
成
帝
は
高
祖
劉
邦
（
位
”
紀
元
前
二
〇
六
～
紀
元
前
｝
九
五
）

を
初
代
と
し
て
、
確
か
に
そ
の
二
世
と
な
り
、
元
延
元
年
は
「
漢
が
興
り
て
…
…
百
九
十
余
歳
」
に
あ
た
る
。
（
系
図
3
参
照
）
そ
の
う
ち
継
体
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の
主
は
七
人
だ
と
い
う
。
高
祖
は
「
継
体
」
に
は
あ
た
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
あ
と
一
人
だ
け
「
継
体
」
に
な
ら
な
い
皇
帝
が
い
る
。
系
図

を
見
る
限
り
、
そ
れ
は
宣
帝
だ
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
、
皇
位
を
譲
り
受
け
た
の
が
父
か
ら
で
も
な
く
、
兄
弟
か
ら
で
も
な
い
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

う
す
る
と
、
「
継
体
の
君
で
は
な
い
」
は
「
反
正
の
主
」
と
ほ
ぼ
同
義
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

《
系
図
3
》
　
（
前
漢
皇
帝
系
図
）

高
祖
濃
熟

　　
@　
@　｣

．
舖
「
．
舖
一
∵
一

　　　
し
か
し
、
そ
れ
で
も
後
一
条
を
「
反
正
の
主
」
と
は
呼
ば
ず
に
「
継
受
の
主
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
㈲
が
定
義
す
る
よ
う
な
「
草
創
主
」

に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
、
と
い
う
認
識
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
一
条
天
皇
は
い
と
こ
に
あ
た
る
三
条
天
皇
に
譲
位
し
、
そ
の
後
皇
統
は
一
条

の
子
で
あ
る
後
一
条
に
戻
っ
て
く
る
も
の
の
、
後
一
条
に
は
男
子
が
な
く
、
皇
位
は
弟
の
後
朱
雀
及
び
そ
の
皇
子
へ
と
受
け
継
が
れ
、
後
一
条

自
身
の
子
孫
は
皇
位
に
は
就
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
鋤
の
勘
申
が
出
さ
れ
た
一
条
朝
に
、
既
に
一
条
天
皇
は
光
仁
や
光
孝
と
同
じ
経
緯
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
に
準
ず

る
皇
位
継
承
の
し
方
を
し
て
い
る
と
し
て
、
「
反
正
の
主
」
に
準
ず
る
と
み
な
す
皇
統
観
が
あ
り
、
さ
ら
に
⑬
の
時
期
に
は
、
後
一
条
が
そ
れ
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②

に
近
い
継
承
の
仕
方
だ
っ
た
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
さ
て
、
も
と
も
と
は
「
継
体
」
の
語
が
中
国
の
史
書
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
「
反
正
」
も
そ
こ
に
見
ら
れ
る
語
で
あ
る
。
『
漢
書
瞼
武
帝
紀
は

高
祖
劉
邦
に
つ
い
て
「
賛
日
、
漢
承
二
百
王
之
弊
↓
高
祖
擾
レ
乱
反
レ
正
。
」
と
し
、
咽
後
漢
書
』
祭
祀
志
下
は
「
光
武
皇
帝
受
レ
命
二
申
興
↓
擾
レ
乱

レ
反
正
。
」
と
す
る
。
光
武
帝
（
陛
世
祖
）
に
つ
い
て
は
『
漢
書
瞼
礼
楽
志
第
二
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
り
、
「
擾
乱
反
正
」
と
い
う
語
句
は
『
三

国
志
召
書
』
太
祖
紀
で
太
祖
（
1
1
武
皇
帝
・
曹
操
）
に
対
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
語
句
は
そ
の
王
朝
の
世
祖
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

乱
世
を
鎮
め
て
正
し
い
、
太
平
の
世
に
す
る
と
い
う
意
味
以
上
の
も
の
を
そ
こ
に
含
ん
で
い
る
。
前
掲
史
料
の
㈲
が
、
反
正
の
君
は
草
創
主
で

あ
る
と
し
て
い
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
そ
う
す
る
と
、
特
に
一
条
が
「
反
正
」
に
準
ず
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
一
条
が
父
や
兄
弟
か
ら
直
接
皇
位
を
継
が
な
か

っ
た
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
で
あ
れ
ば
、
い
と
こ
の
円
融
の
あ
と
を
継
い
だ
花
山
や
、
一
条
の
あ
と
を
継
い
だ
花
山
も
反
正
の
君
に

該
当
す
る
は
ず
で
あ
る
。
「
反
正
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
「
正
に
反
す
る
」
で
は
な
く
「
正
に
反
（
か
）
え
す
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場

合
の
「
正
」
と
は
単
に
正
し
い
世
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
皇
統
の
本
流
だ
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
光
仁
、
光
孝
、
一
条
と
い
う
「
反
正

の
君
」
の
う
ち
、
光
仁
は
皇
統
を
天
武
系
か
ら
天
智
系
の
本
流
に
か
え
し
、
光
孝
は
文
徳
～
陽
成
の
傍
流
か
ら
仁
明
・
光
孝
・
宇
多
・
醍
醐
の

本
流
に
か
え
し
、
一
条
は
冷
泉
・
花
山
の
傍
流
か
ら
村
上
・
円
融
・
～
条
の
本
流
に
か
え
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
前
章
で
は
、
光
仁
以
降
の
皇
統
に
よ
り
、
文
徳
～
清
和
の
皇
統
が
脇
へ
追
い
や
ら
れ
る
傾
向
を
見
た
が
、
こ
こ
で
は
は
っ
き
り
と
文
徳
一
陽

成
の
皇
統
が
傍
流
で
、
光
孝
以
降
が
本
流
で
あ
る
と
い
う
皇
統
観
が
見
え
る
。
そ
し
て
、
円
融
系
も
本
流
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
注

意
す
べ
き
は
「
反
正
」
と
い
う
概
念
は
㈲
の
一
条
朝
に
既
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
条
治
世
下
の
当
然
の
見
解
と
し
て
、

一
条
が
属
す
る
円
融
系
を
「
正
」
、
す
な
わ
ち
本
流
だ
と
み
な
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、
両
統
迭
立
が
続
く
限
り
、
そ

の
時
の
天
皇
が
属
す
る
皇
統
が
常
に
本
流
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
後
世
の
皇
位
継
承
を
知
っ
て
い
る
者
に
よ
る
結
果
論
と
し

て
円
融
系
を
本
流
と
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
㈹
の
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
七
月
の
時
点
で
、
一
条
に
は
定
子
が
産
ん
だ
二
上
親
王
は
い
た
が
、
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④

道
長
の
長
女
で
あ
る
～
条
中
宮
彰
子
は
、
の
ち
の
後
一
条
を
ま
だ
出
産
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
な
る
ほ
ど
、
最
終
的
に
円
融
系
に
統
一
さ
れ
た
の
は
、
藤
原
道
長
の
外
孫
で
あ
る
円
融
系
の
後
　
条
が
天
皇
と
な
り
、
そ
の
弟
の
後
朱
雀
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

皇
太
子
に
な
っ
た
時
で
あ
り
、
立
太
子
は
道
長
が
強
く
望
ん
だ
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、
最
終
的
に
は
道
長
は
円
融
系
の
後
押
し
を
し
た
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ま
で
の
道
長
は
、
道
隆
や
父
田
家
が
し
た
よ
う
に
、
冷
泉
系
・
円
融
系
両
方
の
皇
統
に
娘
を
配
し
、
ど
ち
ら
に
状
況
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

転
ん
で
も
安
全
な
よ
う
に
手
を
打
っ
て
い
た
。
し
か
も
、
ま
だ
後
一
条
が
誕
生
す
る
前
か
ら
、
円
融
系
を
「
正
」
と
す
る
皇
統
観
が
あ
っ
た
わ

け
で
、
そ
の
観
念
の
形
成
に
道
長
の
態
度
が
関
わ
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
つ
ま
り
、
皇
統
の
ど
ち
ら
が
本
流
か
と
い
う
皇
統
観
は
、

貴
族
が
損
得
判
断
に
基
づ
い
て
ど
ち
ら
か
に
肩
入
れ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
皇
統
自
身
が

も
つ
権
威
の
差
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
あ
る
い
は
冷
泉
系
の
冷
泉
・
花
山
の
「
狂
気
」
に
、
円
融
系
が
「
正
」
と
み
な

さ
れ
た
理
由
の
ひ
と
つ
が
求
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
し
て
、
冷
泉
系
と
円
融
系
の
う
ち
、
ど
ち
ら
の
皇
統
が
途
切
れ
、
ど
ち
ら
が
続
く
か
わ
か
ら
な
い
両
統
迭
立
の
中
で
、
つ
ま
り
現
実
的
に

ど
ち
ら
が
本
流
と
な
る
か
の
目
途
が
立
た
な
い
中
で
、
既
に
ど
ち
ら
か
を
観
念
的
に
本
流
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
性
が
感
じ
ら
れ

て
い
た
。
「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
平
安
時
代
に
お
け
る
皇
位
継
承
者
の
決
定
は
、
そ
の
時
の
天
皇
の
意
向
な
ど
に
か
な
り
左
右

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
父
子
の
直
系
相
続
を
目
指
し
て
い
た
と
は
言
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
皇
位
継
承
の
複
雑
化
そ
れ
自
体
は
阻
止
し
難

い
も
の
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
実
態
と
し
て
は
容
認
し
た
上
で
皇
統
の
流
れ
を
整
理
す
る
、
つ
ま
り
幹
と
枝
の
区
別
を
付
け
る
こ
と

が
必
要
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
両
統
迭
立
の
実
態
的
な
統
合
で
は
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
既
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
実
態
の
中
で
、

観
念
的
に
ど
の
よ
う
に
一
本
化
す
る
か
、
と
い
う
問
題
な
の
で
あ
る
。
結
局
は
、
実
際
に
お
い
て
も
冷
泉
系
が
途
絶
え
、
円
融
系
が
続
く
こ
と

で
、
観
念
上
の
本
流
と
　
致
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
以
上
、
「
継
体
」
「
反
正
」
と
い
う
中
国
の
概
念
を
用
い
て
本
流
と
傍
流
の
概
念
を
考
察
し
た
が
、
最
後
に
天
皇
の
設
号
の
点
か
ら
皇
統
の
転

換
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。
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先
に
「
反
正
」
が
中
国
の
史
書
の
中
で
劉
邦
、
光
武
帝
、
曹
操
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
中
で
注
目
し
た
い

の
は
、
王
葬
が
一
旦
前
漢
を
奪
っ
た
の
ち
、
再
び
後
漢
を
興
し
た
光
武
帝
が
「
反
正
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
天
皇
の
手
風
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

号
で
光
仁
、
光
孝
と
、
「
光
」
字
を
付
け
ら
れ
た
天
皇
が
皇
統
の
変
わ
り
目
に
あ
り
、
し
か
も
「
反
正
の
君
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ

ら
の
天
皇
の
認
号
と
光
武
帝
の
「
光
」
字
と
に
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
後
漢
書
』
光
武
帝
紀
は
「
世
祖
光
武
皇
帝
誰
秀
、
字
文
亀
。
」
か
ら
始
ま
る
が
、
こ
こ
に
付
け
ら
れ
た
唐
の
章
懐
太
子
に
よ
る
注
に
「
礼
、

祖
有
レ
功
而
宗
有
レ
徳
。
光
武
申
事
、
謡
言
称
二
世
祖
幻
悪
法
、
窓
口
二
前
業
　
日
レ
光
、
詩
聖
甲
霜
解
一
日
レ
武
。
」
と
見
え
る
。
『
漕
法
』
に
よ
る
と

「
前
業
」
を
能
く
紹
（
つ
）
ぐ
こ
と
を
「
光
」
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
つ
ぐ
」
と
言
っ
て
も
父
子
継
承
を
意
味
す
る
の
で
は

な
く
、
注
に
も
あ
る
よ
う
に
中
興
の
祖
と
し
て
継
い
だ
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
一
旦
途
絶
え
た
本
流
を
継
い
だ
と
い
う
意
味
で
、

「
光
」
字
は
「
反
正
」
の
皇
帝
に
ふ
さ
わ
し
い
設
号
な
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
坂
本
太
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
光
仁
天
皇
は
「
広
仁
」
と
書
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
い
っ
か
ら
「
光
仁
」
と
な
っ
た
か
は
定
か
で
な
い
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
の
、
天
安
二
年
（
八
五
八
）
の
勅
で
も
仁
明
・
文
徳
の
漢
風
超
絶
と
並
ん
で
光
仁
に
は
和
風
贈
号
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
従
っ
て

「
光
仁
」
と
な
っ
た
の
は
そ
れ
以
後
の
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
光
孝
天
皇
に
つ
い
て
は
、
『
日
本
紀
略
』
寛
平
元
年
（
八
八
九
）
八
月
五
日
条
に
、

そ
の
漢
風
謳
号
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
が
見
え
る
。
そ
し
て
、
私
は
こ
の
「
光
」
字
を
も
ち
い
た
詮
号
の
選
定
に
、
菅
原
道
真
が
関
わ
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　
九
世
紀
以
来
、
天
皇
の
面
前
で
漢
籍
を
講
読
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
た
。
例
え
ば
承
癩
五
年
（
八
七
八
）
に
は
清
涼
殿
で
『
群
書
治

⑩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
⑬
　
　
　
　
⑭

要
』
、
同
十
四
年
忌
も
清
涼
殿
で
『
漢
書
』
、
文
徳
天
皇
以
後
も
『
孝
経
』
、
『
史
記
』
、
『
墨
書
』
な
ど
が
奉
授
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
道
真
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

選
ん
だ
の
は
『
後
漢
書
』
で
あ
る
。
彼
は
、
祖
父
清
宵
が
「
以
（
ゆ
え
）
有
」
っ
て
数
日
で
講
読
を
中
断
し
た
『
後
漢
書
臨
講
読
を
、
元
慶
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

年
（
八
七
九
）
の
冬
か
ら
五
年
ま
で
行
い
、
六
年
春
に
は
そ
の
寛
宴
が
も
た
れ
た
。
こ
の
他
に
も
道
真
が
『
後
漢
書
』
を
婦
ん
で
使
用
し
て
い

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
は
、
『
三
代
実
録
』
元
慶
八
年
（
八
八
四
）
五
月
二
十
九
日
に
見
え
る
、
光
孝
天
皇
が
太
政
大
臣
の
職
掌
の
有
無
に
つ
い
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て
諸
道
博
士
に
勘
奏
さ
せ
た
時
で
あ
る
。
彼
は
『
漢
書
』
百
官
公
卿
表
と
『
後
漢
書
騙
を
引
き
、
そ
れ
が
「
漢
家
相
国
」
に
あ
た
る
こ
と
、
ま

た
『
大
唐
令
』
を
引
い
て
唐
の
制
度
に
は
合
わ
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
道
真
が
引
用
し
た
の
は
こ
れ
ら
郵
書
だ
け
で
あ
る
。
『
漢
書
』
百

官
公
卿
表
は
大
蔵
善
行
も
引
用
し
て
い
る
が
、
善
行
も
含
め
、
善
軍
事
貞
、
菅
野
惟
肖
、
忌
部
聖
意
ら
が
『
尚
書
』
一
周
礼
憾
『
唐
開
元
令
』

噌
大
唐
六
典
拙
な
ど
を
引
用
し
て
い
る
の
と
比
べ
る
と
、
『
漢
書
』
『
後
漢
書
』
を
選
ん
だ
こ
と
が
際
だ
っ
て
見
え
る
。
道
真
は
、
新
た
に
光
孝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

か
ら
始
ま
っ
た
皇
統
に
、
光
武
帝
以
来
の
後
漢
を
重
ね
て
見
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
光
孝
以
降
の
皇
統
を
本
流
と
と
ら
え
る

認
識
が
形
成
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
道
真
が
そ
の
先
鞭
を
付
け
た
の
で
あ
り
、
一
条
朝
の
算
博
士
の
見
解
の
根
本
に
は
道
真
の
思
想
が
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

平安時代における皇統意識（岡村）

①
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、
「
継
体
」
を
「
君
王
の
位
を
受
け
継
ぐ
こ

　
と
。
あ
と
つ
ぎ
。
よ
つ
ぎ
。
扁
と
し
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
『
山
番
記
輪

　
の
記
述
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

②
こ
の
魍
山
塊
記
㎞
安
元
元
年
七
月
二
十
八
日
条
が
書
か
れ
た
の
は
高
倉
天
皇
の

　
時
で
あ
る
。
八
十
代
に
あ
た
る
高
倉
天
皇
は
七
十
七
代
後
白
河
天
皇
の
皇
子
で
は

　
あ
る
が
、
七
十
八
代
二
条
と
は
兄
弟
に
あ
た
り
、
二
条
の
皇
子
が
七
十
九
代
六
条

　
と
し
て
即
位
し
た
。
次
の
高
倉
は
甥
か
ら
皇
位
を
承
け
た
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て

　
在
位
年
数
の
数
え
方
が
一
条
天
皇
と
同
様
に
、
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

③
一
大
漢
和
辞
典
輪
「
反
正
」
の
項
は
、
「
正
し
い
道
に
か
え
す
。
泰
平
の
世
に
か

　
え
す
。
扁
と
す
る
。

④
彰
子
が
の
ち
の
後
一
条
天
皇
（
敦
成
親
王
）
を
出
激
す
る
の
は
寛
弘
五
年
九
月

　
十
　
日
で
あ
る
（
隅
御
堂
関
白
記
輪
）
。

⑤
河
内
氏
、
保
立
氏
前
掲
書
。

⑥
保
立
氏
前
掲
書
。
道
隆
も
道
長
も
、
～
条
と
三
条
の
両
方
の
後
宮
に
娘
を
入
れ

　
た
。

⑦
こ
の
「
反
正
」
「
継
体
」
と
い
う
概
念
は
、
日
本
の
反
正
天
皇
と
継
体
天
皇
の

　
網
縄
に
は
必
ず
し
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
『
記
紀
隔
に
よ
る
と
仁
徳

　
天
皇
の
あ
と
、
そ
の
皇
子
で
あ
る
毒
中
、
反
正
、
允
恭
の
兄
弟
が
順
に
皇
位
に
就

　
い
た
。
ま
た
、
反
正
天
皇
の
子
孫
は
誰
も
皇
位
に
就
い
て
い
な
い
。
従
っ
て
門
反

　
正
」
と
は
嘗
い
難
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
二
十
六
代
継
体
天
皇
も
十
五
代
応
神
天

　
皇
五
雲
の
孫
と
さ
れ
、
二
十
五
代
武
烈
天
皇
か
ら
系
図
上
は
ほ
ど
遠
い
天
皇
で
あ

　
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
「
継
体
」
で
は
な
く
「
反
正
」
の
方
が

　
当
て
は
ま
る
。
倶
し
、
本
章
最
後
で
後
漢
光
武
帝
に
関
し
て
触
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

　
る
が
、
「
つ
（
紹
）
ぐ
」
は
中
興
の
祖
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
あ
る
い
は

　
関
連
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
『
記
紀
』
に
お
け
る
系
図
操
作
と

　
も
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

⑧
江
戸
時
代
の
第
百
十
九
代
光
格
天
皇
も
ま
た
い
わ
ゆ
る
「
継
体
の
君
」
で
は
な

　
い
。
百
十
三
代
東
山
以
降
、
女
帝
の
後
桜
町
を
除
い
て
百
十
八
代
後
桃
園
ま
で
皇

　
統
は
直
系
を
辿
る
が
、
光
格
は
東
山
の
曾
孫
に
当
た
り
、
し
か
も
早
食
の
父
、
祖

　
父
と
も
皇
位
に
就
い
て
い
な
い
。
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⑨
坂
本
太
郎
門
列
聖
漢
風
譲
号
の
撰
進
に
つ
い
て
偏
（
『
日
本
古
代
史
の
基
礎
的
研

　
究
　
下
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
四
年
。
初
出
は
一
九
王
二
年
）
。

⑩
『
続
日
本
後
程
』
承
和
五
年
六
月
二
六
日
。

⑪
『
続
日
本
皇
紀
』
承
和
十
四
年
五
月
二
十
七
日
。

⑫
『
三
代
実
録
』
貞
観
二
年
二
月
十
日
、
同
十
二
月
二
十
ヨ
。

⑬
隅
石
本
紀
略
㎞
延
喜
六
年
五
月
十
六
日
。

⑭
州
文
徳
実
録
輪
斉
衡
三
年
十
一
月
二
日
。

⑮
噸
続
日
本
後
紀
』
承
和
二
年
七
月
十
四
日
。

⑯
囲
本
朝
文
粋
隔
白
墨
。

⑰
鎌
倉
幕
府
が
滅
亡
し
た
翌
年
の
正
月
二
十
九
日
、
後
醍
醐
天
皇
は
、
元
弘
四
年

　
（
一
三
三
四
）
を
建
武
元
年
と
改
元
し
た
。
『
改
元
部
類
』
に
は
「
以
二
異
朝
之
例
↓

　
叶
二
当
時
之
義
一
字
、
可
二
計
申
糊
之
由
、
被
レ
仰
二
王
卿
ご
と
あ
り
、
『
太
平
記
』
が

　
「
是
ハ
後
漢
光
武
、
王
覇
力
唱
ヲ
治
、
再
漢
世
ヲ
続
シ
佳
例
ナ
リ
ト
テ
、
漢
朝
ノ

　
年
号
ヲ
模
サ
レ
ケ
ル
ト
カ
ヤ
。
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
建
武
と
い
う
元
号
が
光

　
武
帝
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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お
　
わ
　
り
　
に

　
以
上
、
三
章
に
わ
た
っ
て
天
皇
の
御
物
の
保
管
と
伝
領
を
切
り
口
と
し
て
、
平
安
期
に
お
け
る
皇
統
の
あ
り
か
た
、
及
び
そ
れ
に
対
す
る
認

識
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
先
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
、
皇
位
を
誰
に
譲
る
か
、
あ
る
い
は
誰
が
継
ぐ
か
、
と
い
う
皇
位
継
承
時
点

で
の
状
況
を
点
と
す
る
な
ら
ば
、
本
論
は
各
皇
統
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
、
い
わ
ば
線
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
結
果
、
ま
ず
、
天
皇
御
物
の
管
理
体
制
の
転
換
期
が
宇
多
・
醍
醐
朝
に
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
時
期
天
皇
御
物
は
清
涼
殿
と
宜
陽
殿
納
殿

に
整
理
し
直
さ
れ
、
そ
の
管
理
も
女
扇
か
ら
蔵
人
の
手
に
移
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
後
に
「
累
代
御
物
」
と
し
て
定
着
す
る
、
皇
位
継
承
に

伴
っ
て
吉
言
に
伝
領
さ
れ
る
御
物
の
い
く
つ
か
が
光
孝
・
宇
多
に
由
来
を
も
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
御
物
に
対
す
る
天
皇
の

認
識
が
関
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
文
徳
～
陽
成
か
ら
光
孝
へ
の
皇
統
の
転
換
に
あ
た
り
、
光
孝
・
宇
多
・
醍
醐
ら
は
、
そ
の
正
当
性
と
権

威
を
託
す
対
象
と
し
て
天
皇
御
物
を
と
ら
え
、
そ
れ
を
累
代
御
物
と
し
て
伝
領
し
て
い
く
こ
と
で
、
自
ら
の
皇
統
に
、
前
の
皇
統
と
は
異
な
る

権
威
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
　
ふ
た
つ
の
皇
統
は
、
陽
成
上
皇
か
ら
朱
雀
へ
の
大
床
自
伝
領
を
も
っ
て
象
徴
的
に
合
流
し
た
が
、
光

孝
以
降
の
皇
統
が
本
流
で
あ
り
、
も
う
一
方
面
そ
こ
に
吸
収
さ
れ
る
と
い
う
関
係
だ
っ
た
の
で
あ
る
。



平安時代における皇統意識（岡村）

　
本
流
と
傍
流
を
区
別
す
る
思
想
が
明
ら
か
に
見
ら
れ
る
の
が
、
十
一
世
紀
初
め
の
一
条
朝
に
お
け
る
両
統
迭
立
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
村

上
の
二
皇
子
で
あ
る
冷
泉
と
円
融
に
そ
れ
ぞ
れ
端
を
発
す
る
二
つ
の
皇
統
が
迭
亡
し
て
い
た
。
こ
の
状
況
は
、
天
皇
自
ら
が
、
皇
位
継
承
の
複

雑
化
に
対
し
て
ブ
レ
ー
キ
を
有
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
複
雑
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
実
態
を
容
認
し
た

上
で
、
皇
統
の
本
流
と
傍
流
を
区
別
す
る
と
い
う
観
念
上
の
整
理
が
、
一
条
朝
に
お
い
て
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
円
融
系
を
本
流
だ
と

す
る
皇
統
観
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
後
世
皇
位
が
円
融
系
の
後
一
条
・
後
朱
雀
へ
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
事
実
と
は
無
関
係
の
、
そ
の
皇
統

自
体
が
も
つ
権
威
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
中
国
王
朝
の
交
替
に
な
ぞ
ら
え
た
「
反
正
」
と
い
う
概
念

が
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
。
即
ち
、
た
と
え
ば
王
葬
に
よ
っ
て
途
絶
え
た
前
漢
を
再
び
興
し
た
後
漢
の
光
武
帝
が
「
反
正
」
の
君
で
あ
っ
た
よ
う

に
、
光
孝
や
一
条
が
「
反
正
」
の
君
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
光
孝
以
降
に
創
ら
れ
た
累
代
御
物
と
同
様
、
円
融
系
の
天
皇
に
よ
っ
て
和
琴
鈴
鹿
が
累
代
御
物
に
加
え
ら
れ
、
そ
の
後
も
伝
領
さ

れ
て
い
く
。
光
孝
以
降
の
大
床
子
と
同
様
、
そ
れ
は
他
の
皇
統
と
は
独
自
の
正
当
性
を
有
す
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
、
つ
ま
り
そ
の
皇
統
の
た

め
の
累
代
御
物
と
し
て
出
発
し
た
御
物
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
全
て
の
天
皇
が
継
承
す
べ
き
累
代
御
物
と
し
て
伝
領
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
よ
う

な
累
代
御
物
と
な
っ
た
時
、
そ
の
皇
統
が
「
本
流
」
で
あ
る
と
い
う
観
念
は
、
目
に
見
え
る
形
と
し
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
論
で
扱
っ
て
き
た
累
代
御
物
で
あ
る
が
、
後
に
平
氏
が
安
徳
天
皇
を
伴
っ
て
西
国
へ
落
ち
て
い
く
折
に
も
、
内
侍
所
神
鏡
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

神
璽
宝
剣
の
い
わ
ゆ
る
三
種
神
器
と
、
時
簡
・
殿
上
御
椅
子
・
玄
上
・
鈴
鹿
は
持
ち
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
大
床
子
以
下
の
調
度
に
つ
い
て
は
変
化
が
あ
る
。
剣
璽
渡
御
に
続
い
て
旧
帝
か
ら
新
帝
へ
と
伝
領
さ
れ
る
調
度
の
数
が
非
常
に
増
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
の
で
あ
る
。
高
倉
天
皇
か
ら
安
徳
天
皇
の
も
と
に
は
、
大
床
子
・
置
物
御
厨
子
・
日
記
御
厨
子
・
師
子
形
と
い
っ
た
『
江
家
次
第
』
に
見
え

る
累
代
御
物
の
他
に
、
御
帳
．
蛮
絵
御
厨
子
・
四
季
御
屏
風
、
さ
ら
に
は
壁
代
・
円
座
・
硯
箱
、
朝
餉
の
問
に
置
か
れ
る
調
度
や
、
台
盤
所
の

御
単
子
や
厨
子
と
い
っ
た
調
度
ま
で
が
、
旧
帝
か
ら
の
「
渡
物
」
と
し
て
伝
領
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
樋
脇
足
や
御
筆
に
つ
い
て
は
「
本
宮
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

在
る
に
依
り
、
渡
さ
れ
ず
。
」
と
見
え
る
。
つ
ま
り
、
「
渡
物
」
と
し
て
伝
領
さ
れ
る
の
は
、
「
新
帝
が
持
っ
て
い
な
い
か
ら
」
と
い
う
理
由
に
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よ
る
の
で
あ
る
。
従
来
の
限
定
さ
れ
た
累
代
御
物
は
、
こ
う
い
つ
た
「
渡
物
」
の
中
に
埋
没
し
つ
つ
あ
っ
た
と
奮
え
よ
う
。

　
た
と
え
ば
、
既
に
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
十
月
十
四
日
の
内
裏
焼
亡
で
、
醍
醐
・
村
上
天
皇
の
二
代
御
記
が
消
失
し
た
こ
と
が
『
権
記
』

に
見
え
る
。
同
時
に
日
記
御
厨
子
も
消
失
し
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、
同
様
に
大
床
子
も
度
重
な
る
内
裏
火
災
の
中
で
消
失
と
新
造
を
く
り
返
し

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
調
度
の
側
面
を
持
つ
累
代
御
物
は
、
消
失
し
な
か
っ
た
玄
上
・
鈴
鹿
と
比
べ
る
と
「
累
代
」
の
重
み
が
異
な
っ
て

き
た
の
で
あ
る
。
作
り
替
え
ら
れ
た
物
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
時
運
や
殿
上
御
蓼
子
と
比
べ
て
も
、
皇
位
と
統
治
の
象
徴
と
い
う
面
に
お
い
て

累
代
御
物
と
し
て
の
意
義
を
失
っ
て
い
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
う
い
つ
た
累
代
御
物
の
機
能
低
下
が
見
ら
れ
る
院
政
期
は
、
こ
れ
以

後
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
皇
位
継
承
が
ま
す
ま
す
複
雑
化
す
る
時
期
の
始
ま
り
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
期
に
お
い
て
、
本
論
で
扱
っ
た
問

題
で
あ
る
、
各
皇
統
の
正
統
性
が
皇
統
内
外
で
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
、
ま
た
何
が
そ
れ
を
補
強
し
て
い
た
か
、
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
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①
『
百
練
墨
睡
寿
永
二
年
七
月
二
十
五
日
。
但
し
玄
上
は
路
上
に
落
ち
て
い
る
の

　
が
八
月
五
日
に
な
っ
て
発
見
さ
れ
、
鈴
鹿
も
八
月
十
日
に
な
っ
て
見
つ
か
っ
て
い

　
る
（
噸
百
練
抄
隔
）
。

②
『
山
椀
記
㎞
治
承
四
年
二
月
二
十
一
日
。

③
門
立
置
物
御
厨
子
毛
脚
戴
囎
滋
具
」
と
あ
る
よ
う
に
、
管
弦
具
は
「
渡
物
」
と

　
は
別
に
運
ば
れ
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
時
「
三
門
廊
東
雲
西
廊
」
を
殿
上
問
と
し

　
御
侮
子
を
立
て
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
讐
渡
物
」
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
京
都
大
学
研
修
員

）



revolubonary　movements，　which　were　mainly　taken　part　in　by　Gurians　and　other

Christians．　The　menace　of　the　massacre　was　at　iast　taken　over，　when　an

Acharan　influential　bek　compromised　to　the　committee，　seeing　its　substantial

power．　The　committee　also　took　actions　to　Annenians，　who　had　a　strong

nationalist－revolutionary　organisation．

　　Therefore，　the　Batoum　cornmittee　can　be　said　to　have　been　de　facto　Gurian

organisation3　not　Georgian，　though　it　insisted　on　its　internationalism．　We　need

not　to　overlap　Georgian　national　interests　to　the　hegemony　of　the　Batoum

committee．　The　comrnonly　accepted　theory　has　supposed　that　Marxism

overlapped　the　Georgian　national　interests．　But　this　theory　rather　refiects　the

non－Georgian　view　in　that　era．　The　ethnic　factors，　as　well　as　class　factors，

should　not　be　seen　as　“the　hidden　essential　detemiinant”．

The　Lineage　of　the　lmperial　Throne　in　the　Heian　Period　：　ln　Connection

　　　　　　　　　　　　with　the　Hereditary　Treasures　of　Err｝perors

by

OKAMURA　Sachiko

　　In　the　Heiar｝　period，　the　lmperial　throne　was　succeeded　not　only　by　the　son，

but　by　the　Emperor’s　brother　or　his　cousin，　so　the　lineage　of　the　lmpertal　throne

was　complicated．　The　purpose　of　this　study　is　to　investigate　how　the　emperor

evaluated　his　own　lineage，　and　how　the　complicated　lineage　was　systematized．

Ar｝d　in　order　to　investigate　these　themes，　the　author　considers　how　the　hereditary

treasures　of　emperors　were　transfered，　because　these　treasures　generaHy

bestowed　the　authority　of　the　throne．

　　The　author　shows　that　the　system　of　preservation　and　management　of　the

treasures　changed　in　the　period　of　the　Emperor　Uda（宇多）and　Daigo（醍醐），

because　they　recognized　the　value　of　the　treasures　as　the　symbols　of　the

authohty．　The　lineage　changed　when　the　Emperor　Yozei（陽成）abdicated　the

throne　to　the　Emperor　Koko（光孝），　father　of　Uda，　so　they　needed　a　d巌erent

authority　from　that　of　the　former　lineage．

　　The　two　lineages　were　symbolicaily　unified　by　offering　the　Dai－Sh（）ji（大床子），

which　was　one　of　the　hereditary　treasures　of　the　emperor，　from　Yozei　to　the

Emperor　Suza㎞（朱雀），　the　son　of　Daigo．　In’consequence，　the　lineage
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beg血【iing　froln　Koko　was　regarded　as　the　main，　and　the　other　as　a　branch．　The

same　situation　reoccurred　early　in　the　l　lth　cen亡ury．　This　t三me，　the　scholars

regarded　the　Enyu（円融）lirleage　as　the　mai1，　and　the　Reizei（冷泉）lineage　as　a

branch．　After　that，　the　treasure　named　Suzuka（鈴鹿），　which　the　emperors　il

the　Enyu　1ineage　had　owned，　was　added　to　the　hereditary　treasures　of　the

emperor．

Entwicklung　der　Armenfursorge　in　der　Frtihneuzeit，

　　　　　　dargestellt　am　Beispiel　der　Stadt　Kdln

von

SAKURAI　Miyuki

　　ArmenfCirsorge，wie　wir　sie　heute　kennen，gab　es　vor　dem　16．Jahirhundert

nicht．Sie　lag　zunachst　hautstichlich　in　den　Handen　der　Kirche　und　wnrde　erst　ab

dem　16．Jahrhundert　sehr　z6gerlich　zur　Aufgabe　der　Stadtobrigkeit．　Bereits

gegen　Ende　des　15．Jahrhunderts　hatte　der　k61ner　Stadtrat　die　Bettelei　streng　zu

kontorolieren　begonnen．

　　Aber　es　gab　neben　solchen　kommunalen　Versucken，die　Annenf（irsorge　zu

regeln，　irnmer　noch　die　ArmenfCirsorge　der　Kirche．　Und　die　sog．　Amienbretter，

ein　System　ini　Armenwesen，das　von　den　Kirchspielgemeinden　getragen　wurde，

richtete　man　sogar　erst　im　16．　Jahrhundert　ein．　NatUrlich　hat　es　immer　schon

eine　kirchliche　Fhrsorge　fiir　Armen　gegeben．　Hier　funktionlerte　das　Armen－weseR

recht　und　schlecht，demi　sie　war　keine　standige　OrganisatioR．Und　die　Stadt　hat　nle

den　Versuch　untergenommen，solche　gemeindlichen　Armenfiirsorge　Einrichtungen

auf　Gesarntstadtebene　zuvereinen．

　　Die　Stadt　selbst　hat　mit　einem　Waisenhaus　und　dem　sog．　HeMgengeisthaus

selbst　auch　Armenftirsorge　betrieben．　Die　Einrichtungen　wurden　erst　im　17．

Jahrhundert　in　der　Leitung　umd　Organisation　effizienter．　Ja　sie　wurden　erst　zu

diesem　Zeitpuftkt　standige　Eiririchtungen，　die　bestimmte　Aufgaben　der

Armenf｛irsorgen　zu　Ubernehmen　hatten，　zumal　es　noch　den　sehr　starkeR　und

einfluBreichen　Bettelorden　gab．　Und　dieser　Orden　unemahm　nattirlich　viele

Aufgaben　auf　diesem　Feld　Aufgaben，die　die　Finanzen　der　Stadt　sehr　in　Anspruch

genommen　htitten．

　　Das　alles　erklart　die　Passivitat　der　Stadt　Kdln　hnsichtlich　der　Armenfttrsorge．
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